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全ト協、来年度の事業計画を決定
国交省、生産性向上シンポジウム
30年度第２回運管試験問題
東京都、貨物輸送評価制度セミナー
東ト協、広報・情報委員会を開催

東 

ト 

協

特車許可証の携行
電子機器でも可能に

４月から施行
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月
８
日
、
新
宿
区
の
ヒ
ル
ト

ン
東
京
で
開
催
さ
れ
、
髙
島

な
お
き
会
長（
自
民
党
都
連

幹
事
長
）に
対
し
、
同
様
の

意
見
書
を
提
出
し
た
。

　

都
と
大
会
組
織
委
員
会

は
、
２
月
に
開
催
し
た
第
４

回
交
通
輸
送
技
術
検
討
会

で
、
交
通
量
抑
制
へ
の
協
力

を
呼
び
か
け
る
Ｔ
Ｄ
Ｍ
に

加
え
、
首
都
高
速
道
路
で
の

ロ
ー
ド
プ
ラ
イ
シ
ン
グ（
通

行
料
金
に
上
乗
せ
課
金
）や
、

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
規
制
、

相
乗
り
専
用
レ
ー
ン
設
置
な

ど
の
交
通
シ
ス
テ
ム
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト（
Ｔ
Ｓ
Ｍ
）の
検
討

案
を
示
し
た
。

　
Ｔ
Ｄ
Ｍ
だ
け
で
は
開
催
時

の
交
通
量
を
抑
制
し
、
交
通

混
雑
の
緩
和
を
図
る
こ
と
が

難
し
い
と
予
測
さ
れ
る
た
め

だ
。
た
だ
、
こ
れ
ら
検
討
案

は
、
輸
送
活
動
へ
の
影
響
が

懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
今

　
東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
議

員
懇
話
会（
国
会
議
員
）
総

会
が
同
日
、
参
議
院
議
員
会

館
講
堂
で
開
催
さ
れ
、
東
ト

協
の
浅
井
会
長
が
鴨
下
会
長

に
対
し
、
来
年
の
五
輪
開
催

時
に
お
け
る
交
通
対
策
に
関

す
る
意
見
書
を
提
出
し
、
協

力
を
要
請
し
た
も
の
だ
。

　

同
日
に
続
き
、
都
議
会
自

民
党
議
員
に
よ
る
同
懇
話
会

（
都
議
会
議
員
）
総
会
が
３

の
対
応
に
言
及
。

　
特
に
労
働
力
不
足
問
題
に

触
れ
、「
国
民
生
活
や
産
業
活

動
に
必
要
な
物
流
機
能
を
安

定
的
に
確
保
す
る
と
い
う
の

が
私
ど
も
の
役
目
だ
が
、
そ

の
遂
行
も
ま
ま
な
ら
な
い
状

況
。
こ
の
た
め
、
労
働
環
境

や
労
働
条
件
の
改
善
な
ど
に

取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ

り
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
た

い
」と
述
べ
た
。

　
さ
ら
に
、こ
う
し
た
中
で

「
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技

大
会
の
円
滑
な
物
流
確
保
と

い
っ
た
課
題
に
も
直
面
し
て

明
が
行
わ
れ
、
こ
の
後
、
浅

井
会
長
が
東
京
五
輪
の
Ｔ
Ｄ

Ｍ
対
応
な
ど
に
関
す
る
意
見

書
を
提
出
。
具
体
的
な
意
見

書
の
内
容
に
つ
い
て
、
佐
藤

雄
平
副
会
長
が
説
明
し
た
。

　
東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
議

員
懇
話
会（
国
会
議
員
）の
総

会
で
は
ま
ず
、
鴨
下
一
郎
会

長
が
あ
い
さ
つ
し
、
業
界
は

「
人
手
不
足
や
高
齢
化
な
ど

で
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る
と
思

う
。
公
共
的
な
輸
送
を
担
う

皆
様
の
仕
事
が
少
し
で
も
安

定
的
に
発
展
で
き
る
よ
う
、

力
を
合
わ
せ
て
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
」と
述
べ
た
。

　

引
き
続
き
、
東
ト
協
の
浅

井
隆
会
長
が
あ
い
さ
つ
に
立

ち
、
昨
年
12
月
の
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
法
改
正
へ
の
協

力
に
感
謝
の
意
を
示
し
た
上

で
、
直
面
す
る
業
界
課
題
へ

回
、
業
界
と
し
て
の
意
見
書

を
取
り
ま
と
め
提
出
し
た
。

　

意
見
書
で
は
、
開
催
期
間

中
は
大
会
関
連
の
交
通
に
加

え
、
関
連
の
物
流
需
要
も
増

大
し
、
特
に
競
技
会
場
が
集

中
す
る
臨
海
部
に
は
物
流
拠

点
施
設
が
多
く
立
地
す
る
た

め
、
輸
送
活
動
へ
の
影
響
が

危
惧
さ
れ
る
と
指
摘
。
円
滑

で
安
定
的
な
輸
送
の
維
持
・

確
保
へ
の
対
応
策
を
要
請
し

た
。

　

具
体
的
に
は
、
Ｔ
Ｄ
Ｍ
へ

の
協
力
は
運
送
事
業
者
の
み

の
対
応
で
は
限
界
が
あ
る

た
め
、
早
期
に
荷
主
企
業
な

ど
に
協
力
要
請
す
る
と
と
も

に
、
広
域
的
に
広
報
Ｐ
Ｒ
を

行
う
よ
う
要
請
。
東
ト
協
で

は
関
係
行
政
な
ど
か
ら
の
依

頼
が
あ
れ
ば
、
積
極
的
に
荷

主
企
業
な
ど
へ
の
働
き
か
け

に
協
力
す
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
ロ
ー
ド
プ
ラ
イ
シ

ン
グ
に
関
し
て
、
事
業
用
貨

　

東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会（
浅
井
隆
会
長
）は
３
月

４
日
、
自
由
民
主
党
の
国
会
議
員
で
構
成
す
る
、
東

京
都
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
議
員
懇
話
会（
鴨
下
一
郎
会
長

＝
自
民
党
東
京
都
支
部
連
合
会
会
長
）に
対
し
、「
東

京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競

技
大
会
に
伴
う
Ｔ
Ｄ
Ｍ（
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）

等
の
対
応
に
係
る
意
見
書
」
を
提
出
し
た
。
意
見
書

の
内
容
は
、
ロ
ー
ド
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
の
対
象
か
ら
事

業
用
貨
物
自
動
車（
緑
ナ
ン
バ
ー
）を
除
外
す
る
こ
と

な
ど
４
項
目（
別
掲
）で
、円
滑
な
輸
送
活
動
の
維
持・

確
保
に
配
慮
し
た
対
応
策
を
要
請
し
た
。

物
自
動
車（
緑
ナ
ン
バ
ー
）

を
対
象
外
と
す
る
よ
う
要

請
。
あ
わ
せ
て
ロ
ー
ド
プ
ラ

イ
シ
ン
グ
の
実
施
に
伴
い
、

一
般
道
路
な
ど
で
交
通
量
の

増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
強
制
力
の
あ
る
渋
滞
緩

和
策
を
講
じ
る
よ
う
求
め
、

そ
の
際
、
緑
ナ
ン
バ
ー
車
に

は
通
行
許
可
証
を
発
行
す
る

な
ど
、
規
制
対
象
外
と
な
る

よ
う
要
請
し
た
。

　
さ
ら
に
夜
間
時
間
帯
の
活

用
促
進
策
と
し
て
、
首
都
高
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本
号
９
面
は
企
画

特
集
と
し
て
、
東
京

都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準

備
局
の「
東
京
２
０
２

０
大
会
に
お
け
る
交

通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
つ
い
て
」
を
掲

載
し
て
い
ま
す
。

い
る
」
と
述
べ
、
協
力
を
要

請
し
た
。

　
総
会
で
は
事
業
報
告
と
し

て
、
来
年
度
の
税
制
改
正
に

関
す
る
要
望
と
結
果
や
、
事

業
法
改
正
な
ど
に
関
す
る
説

　

警
察
庁
は
２
月
14
日
、
道

路
交
通
法
に
基
づ
く「『
制

限
外
積
載
許
可
取
扱
要
領
』

に
つ
い
て
」（
通
達
）を
改
正

し
、
包
括
申
請
に
関
す
る
許

可
期
間
を
、
従
来
の
原
則
と

し
て
３
か
月
以
内
か
ら
１
年

以
内
に
延
長
し
た
。

　
行
政
事
務
の
合
理
化
や
申

請
者
の
負
担
軽
減
の
観
点
か

ら
、
制
限
外
積
載
許
可
に
係

る
申
請
手
続
き
の
特
例
や
審

査
方
法
を
見
直
し
た
も
の
。

　

主
な
改
正
内
容
は
、
取
扱

要
領「
第
６　

申
請
手
続
の

特
例
」
と
し
て
、
同
一
運
転

者
に
よ
り
定
型
的
に
反
復
、

継
続
し
て
行
わ
れ
る
運
転
行

為
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た

す
場
合
に
限
り
、
包
括
し
て

１
個
の
運
転
行
為
と
み
な
し

処
理
し
て
い
る
が
、
そ
の
許

可
期
間
を「
原
則
と
し
て
１

年
以
内
」に
改
め
た
。

　
ま
た「
第
９　
審
査
方
法
」

に
関
し
て
、
原
則
と
し
て
車

両
の
構
造
、
貨
物
お
よ
び
そ

の
積
載
状
況
、
道
路
交
通
の

状
況（
車
両
の
構
造
等
）の

実
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ

の
方
法
を
明
確
化
す
る
と
と

も
に
、
車
両
の
構
造
等
に
つ

い
て
、
図
面
や
写
真
な
ど
の

資
料
に
よ
り
確
認
す
る
方
法

を
明
記
し
た
。

速
道
路
の
通
行
料
金
に
つ
い

て
、
緑
ナ
ン
バ
ー
車
を
対
象

に
夜
間（
午
後
10
時
～
翌
午

前
５
時
）
割
引
を
行
う
よ
う

求
め
た
。

　

東
ト
協
で
は
、
Ｔ
Ｄ
Ｍ
推

進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
協
力
団

体
と
し
て
登
録
す
る
な
ど
、

五
輪
開
催
時
の
交
通
対
策
に

協
力
す
る
方
針
だ
が
、
五
輪

開
催
と
円
滑
な
輸
送
活
動
の

両
立
を
期
す
観
点
か
ら
、
意

見
書
を
提
出
し
た
。

 【
意
見
書
】（
要
約
）

○�

貨
物
車
両
に
係
る
Ｔ
Ｓ
Ｍ
な
ど
通
行
規
制
に
関
す
る

情
報
の
速
や
か
な
共
有

○�

発
着
荷
主
や
消
費
者
に
対
し
早
め
の
Ｔ
Ｄ
Ｍ
な
ど
へ

の
協
力
要
請
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
広
域
な
広
報

Ｐ
Ｒ

○�

ロ
ー
ド
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
の
対
象
車
か
ら
事
業
用
貨
物

自
動
車（
緑
ナ
ン
バ
ー
）の
除
外
、
一
般
道
路
で
の
強

制
力
の
あ
る
渋
滞
緩
和
策（
事
業
用
貨
物
車
は
除
外
）

○�

夜
間
時
間
帯
の
活
用
促
進
策
と
し
て
、
首
都
高
速
道

路
通
行
料
金
の
夜
間（
午
後
10
時
～
翌
午
前
５
時
）
割

引
の
実
施

　
国
土
交
通
省
は
４
月
１
日

か
ら
、「
国
交
省
の
所
管
す

る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者

等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
」（
２
月
15
日
公
布
）を
施

行
す
る
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
特
殊
車
両

通
行
許
可
証
の
備
え
付
け

（
携
行
）
義
務
に
つ
い
て
、
従

来
の
紙
媒
体
に
代
え
、
パ
ソ

コ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
電

子
機
器
に
入
れ
た
電
子
媒
体

に
よ
る
携
行
が
可
能
に
な
る
。

　

特
車
許
可
証
は
、
道
路
法

に
基
づ
き
通
行
時
に
携
行
す

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
も
の
だ
が
、
通
行
経
路

が
多
い
場
合
や
、
特
車
ゴ
ー

ル
ド
制
度
に
よ
る
許
可
の
場

合
な
ど
は
、
許
可
証
の
分
量

が
膨
大
で
、
多
く
の
保
管
ス

ペ
ー
ス
を
要
す
る
。
こ
う
し

た
実
情
を
踏
ま
え
、
電
子
媒

体
に
よ
る
許
可
証
の
携
行
を

認
め
る
こ
と
に
し
た
も
の
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
現
地
取
り

締
ま
り
な
ど
で
許
可
証
の
提

示（
表
示
）を
求
め
ら
れ
た

際
に
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が
自

ら
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
電
子
機

器
を
操
作
し
、
走
行
し
て
い

る
通
行
経
路
の
許
可
証
を
表

示
す
る
。

　

た
だ
し
、
許
可
証
を
表
示

す
る
電
子
機
器
は
、
許
可
証

の
内
容
を
明
瞭
な
状
態
で
画

面
に
表
示
で
き
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

画
面
の
大
き
さ
が
８
㌅
以
上

の
も
の
な
ど
が
推
奨
さ
れ
て

い
る
。

円
滑
な
大
会
運
営
と

輸
送
活
動
の
両
立
へ

議
員
懇
話
会
・
総
会

警
察
庁

制限外積載許可
取扱要領を改正

許可期間
原則１年以内に延長

五輪交通対策に関する意見書
　 トラック輸送議員懇話会に提出

労働環境・条件
改善へ協力要請

浅
井
会
長

国 交 省

東京都

東ト協・浅井会長が懇話会の鴨下会長（写真㊤左）、
髙島会長（写真㊦右）に意見書を提出
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•

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

（
坂
本
克
己
会
長
）は
３
月

７
日
、
港
区
の
第
一
ホ
テ
ル

東
京
で
第
１
７
９
回
理
事
会

を
開
催
し
、
平
成
31
年
度
の

事
業
計
画
書
案
や
収
支
予
算

書
案
な
ど
を
審
議
・
承
認
し

た
。
事
業
計
画
で
は
働
き
方

改
革
を
推
進
し
、
労
働
条
件

の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、

事
業
の
健
全
な
発
展
に
向
け

た
施
策
に
取
り
組
む
方
針
だ
。

　
事
業
計
画
の
最
重
点
施
策

を
活
用
し
た
物
流
の
効
率
化

な
ど
の
推
進
︱
の
７
項
目
。

　

事
業
法
改
正
の
骨
子
は
、

規
制
の
適
正
化
や
荷
主
対
策

の
強
化
、
国
土
交
通
大
臣
に

よ
る
標
準
的
運
賃
の
告
示
制

度
導
入
な
ど
。
ド
ラ
イ
バ
ー

不
足
が
深
刻
化
す
る
中
で
、

緊
急
に
労
働
条
件
を
改
善
す

る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
昨

年
12
月
に
改
正
さ
れ
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
改
正
内
容

の
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、

改
正
法
施
行
に
向
け
て
今

後
、
関
係
省
令
な
ど
が
制
定

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

改
正
作
業
に
つ
い
て
積
極
的

に
対
応
す
る
方
針
。

　

一
方
、
働
き
方
改
革
関
連

法
の
施
行
を
踏
ま
え
、
全
ト

協
策
定
の「
働
き
方
改
革
の

実
現
に
向
け
た
ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン
」
な
ど
の
普
及
促
進

を
図
る
と
と
も
に
、
時
間
外

労
働
の
上
限
規
制
を
は
じ

め
、
労
働
基
準
法
な
ど
の
改

正
内
容
や
対
応
に
つ
い
て
周

知
・
徹
底
し
、
取
り
組
み
を

推
進
す
る
。

　

人
材
確
保
対
策
で
は
、
対

外
的
な
広
報
Ｐ
Ｒ
活
動
を
積

極
的
に
展
開
す
る
ほ
か
、
外

国
人
労
働
者
の
活
用
に
関
し

て
も
、
関
係
機
関
な
ど
と
検

討
を
進
め
る
。

　

ま
た
、
ダ
ブ
ル
連
結
ト
ラ

ッ
ク
や
中
継
輸
送
の
推
進
に

活
用
で
き
る
ス
ワ
ッ
プ
ボ
デ

ィ
の
普
及
な
ど
、
新
技
術
を

活
用
し
て
物
流
の
効
率
化
を

推
進
す
る
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
、
重
点
施

策
と
し
て
①
自
動
車
関
係
諸

税
の
簡
素
化・軽
減
の
実
現
、

②
消
費
税
の
増
税
に
係
る
円

滑
な
転
嫁
の
促
進
、③
燃
料

対
策
な
ど
の
推
進
、④
環
境・

省
エ
ネ
対
策
の
推
進
、⑤
適

正
化
事
業
な
ど
の
推
進
に
よ

る
法
令
遵
守
の
徹
底
、⑥
大

規
模
災
害
発
生
時
に
お
け
る

緊
急
輸
送
体
制
の
確
立
︱

　

国
土
交
通
省
自
動
車
局

は
、「
基
準
緩
和
自
動
車
の

認
定
要
領
に
つ
い
て
」（
依
命

通
達
）を
改
正
し
、
３
月
か

ら
、
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
に
よ
る

建
設
資
材
な
ど
の
運
搬
方
法

の
基
準
を
緩
和
し
た
。

　

幅
広
ト
レ
ー
ラ（
幅
の
基

準
緩
和
を
受
け
て
運
行
す
る

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
）を
使
用
し
、

幅
や
長
さ
が
２・
５
㍍
を
超

え
る
分
割
不
可
能
な
建
設
資

材
な
ど
の
幅
広
貨
物
を
輸
送

す
る
場
合
、
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ

一
般
に
対
す
る
保
安
基
準
の

規
定
値
で
あ
る
車
両
総
重
量

28
㌧（
構
造
に
よ
り
36
㌧
）を

は
、①
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
法
の
改
正
作
業
に
係
る
対

応
、②
長
時
間
労
働
の
是
正

を
図
る
た
め
、
生
産
性
の
向

上
や
取
引
環
境
の
改
善
な
ど

働
き
方
改
革
の
実
現
に
向
け

た
対
策
の
推
進
、③
標
準
貨

物
自
動
車
運
送
約
款
の
浸

透
な
ど
に
よ
る
適
正
な
運

賃
・
料
金
収
受
の
推
進
、④

人
材
確
保
対
策
の
積
極
的
な

推
進
、⑤
交
通
お
よ
び
労
災

事
故
の
防
止
対
策
の
推
進
、

⑥
高
速
道
路
通
行
料
金
の
大

口
・
多
頻
度
割
引
最
大
50
％

の
継
続
・
恒
久
化
、
割
引
制

度
の
充
実
お
よ
び
高
速
道
路

の
積
極
的
な
活
用
に
向
け
た

諸
対
策
の
実
現
、⑦
新
技
術

　
平
成
30
年
度
第
２
回
運
行

管
理
者（
貨
物
）
試
験
が
３

月
３
日
、
全
国
で
一
斉
に
行

わ
れ
、
東
京
会
場
で
は
２
か

所
合
計
で
２
３
６
４
人
が
受

験
し
た（
試
験
問
題
は
４
・
５

面
掲
載
）。
合
格
発
表
は
４

月
２
日
午
前
９
時
か
ら
、
運

行
管
理
者
試
験
セ
ン
タ
ー
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の

受
験
番
号
を
掲
載
す
る
。

認
定
取
り
消
し
処
分
や
、
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
法
違
反

に
よ
る
自
動
車
等
の
使
用
停

止
以
上
の
処
分
な
ど
を
受
け

た
者
で
な
い
こ
と
を
追
加

し
、
悪
質
な
運
送
事
業
者
に

は
一
定
期
間
、
緩
和
認
定
を

行
わ
な
い
こ
と
に
し
た
。

　

ま
た
、
処
分
要
領
に
お
け

る
違
反
点
数
を
明
確
化
し
、

適
切
に
貨
物
を
積
載
せ
ず
幅

広
貨
物
を
落
下
さ
せ
た
場
合

８
点
、
幅
広
貨
物
の
制
限
違

反
３
点
を
新
設
し
た
。

　
改
正
通
達
は
３
月
１
日
か

ら
施
行
。
た
だ
し
、
一
定
期

こ
と
に
し
た
。

　

一
方
、
認
定
要
領
と「
基

準
緩
和
自
動
車
の
行
政
処
分

等
要
領
に
つ
い
て
」（
通
達
）

の
改
正
に
よ
り
、
行
政
処
分

を
受
け
た
事
業
者
な
ど
に
対

す
る
対
応
を
厳
格
化
し
た
。

　
基
準
緩
和
自
動
車
の
申
請

者
な
ど
の
条
件
と
し
て
、
申

請
日
前
３
か
月（
悪
質
違
反

６
か
月
）
間
ま
た
は
申
請
日

以
降
に
、
保
安
基
準
緩
和
の

間
、
緩
和
認

定
を
行
わ
な

い
措
置
は
９

月
１
日
か
ら

施
行
す
る
。

超
え
な
い

範
囲
で
、

複
数
積
載

を
認
め
る

　
関
東
運
輸
局
は
こ
の
ほ
ど
、

東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会
な
ど

に
対
し
、「
大
型
自
動
車
等
の

車
輪
脱
落
事
故
防
止
に
つ
い

て
」
を
通
知
し
、
同

種
事
故
が
冬
期
に
多

く
発
生
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
防
止
対
策

を
周
知
徹
底
す
る
よ

う
求
め
て
い
る
。

　

平
成
30
年
度
の
同

局
管
内
に
お
け
る
大

型
車
の
車
輪
脱
落
事

故
件
数
は
、
今
年
１

月
ま
で
の
累
計
で
10

件
と
前
年
同
期
比
５

件
多
く
、
こ
の
う
ち
昨
年
12

月
以
降
に
５
件
発
生
し
て
い

る
。

　
事
故
原
因
は
、ホ
イ
ー
ル・

ナ
ッ
ト
の
締
め
付
け
不
足
が

２
件
、
タ
イ
ヤ
交
換
後
の
増

し
締
め
未
実
施
が
３
件
、
日

常（
運
行
前
）
点
検
に
お
け

る
確
認
不
足
が
４
件
な
ど
。

過
去
の
統
計
で
も
特
に

２
月
が
最
も
多
い
こ
と

か
ら
、
同
局
で
は
改
め

て
注
意
を
促
し
て
い
る
。

　
具
体
的
に
は「
車
輪
脱

落
事
故
防
止
の
た
め
の

４
つ
の
ポ
イ
ン
ト
」
と

し
て
、
①
ホ
イ
ー
ル・
ナ

ッ
ト
の
規
定
ト
ル
ク
で

の
確
実
な
締
め
付
け
、②

タ
イ
ヤ
交
換
後
、50
～
１

０
０
㌔
㍍
走
行
後
の
増

し
締
め
の
実
施
、③
日
常（
運

行
前
）点
検
に
お
け
る
確
認
、

④
ホ
イ
ー
ル
に
適
合
し
た
ボ

ル
ト
お
よ
び
ナ
ッ
ト
の
使
用

︱
の
徹
底
を
求
め
て
い
る
。

の
６
項
目
に
取
り
組
む
方
針
。

　

特
に
、
今
年
10
月
に
消
費

税
率
が
10
％
に
引
き
上
げ
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
転
嫁
・
表

示
に
係
る
カ
ル
テ
ル
の
効
果

的
な
活
用
な
ど
に
よ
り
、
増

税
分
の
適
正
か
つ
円
滑
な
転

嫁
を
促
進
す
る
。

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

青
年
部
会（
結
城
賢
進
部
会

長
）は
２
月
22
日
、
新
宿
区

の
京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
で
平

成
30
年
度
全
国
大
会
を
開
催

ち
は
社
会
性
・
公
共

性
の
高
い
、
重
要
な

社
会
イ
ン
フ
ラ
を
担

っ
て
い
る
と
い
う
誇

り
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
」
と
強
調
し
、

業
界
課
題
の
克
服
に

向
け
て「
果
敢
に
チ

ャ
レ
ン
ジ
し
て
い

く
」と
述
べ
た
。

　

引
き
続
き
、
同
部

会
担
当
の
須
藤
弘
三

副
会
長
が
あ
い
さ
つ
に
立

ち
、
働
き
方
改
革
推
進
な
ど

に
向
け
て「
業
界
の
先
頭
に

立
っ
て
活
躍
し
て
い
た
だ
き

た
い
」と
述
べ
た
。

　

大
会
に
は
来
賓
と
し
て
、

自
由
民
主
党
青
年
局
団
体
部

長
の
宮
澤
博
行
議
員
と
、
国

土
交
通
省
自
動
車
局
の
平
嶋

隆
司
貨
物
課
長
が
出
席
し
、

あ
い
さ
つ
し
た
。

　

こ
の
後
、「
青
年
経
営
者

等
に
よ
る
先
進
的
な
事
業
取

組
に
対
す
る
顕
彰
」
授
与
式

や
、
同
部
会
の
30
年
度
活
動

報
告
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
、①
長

距
離
運
行
に
お
け
る
改
善
基

準
告
示
遵
守
の
現
状
と
課

題
、②
若
年
者
、女
性
、高
齢

者
等
人
材
確
保
・
活
用
に
係

る
現
状
と
課
題
︱
を
テ
ー

マ
に
意
見
交
換
し
た
。

　
第
２
部
で
は
交
流
会
を
行

っ
た
。

し
た
。「
変
革
へ

の
挑
戦
～
物
流
人

と
し
て
の
誇
り
を

胸
に
～
」
を
テ
ー

マ
に
開
催
し
、
全
国
か
ら
約

７
８
０
人
が
参
加
し
た
。

　
第
１
部
の
研
修
会
で
は
冒

頭
、
結
城
部
会
長
が
開
会
の

あ
い
さ
つ
を
行
い
、「
私
た

幅
広
貨
物
の
輸
送

複
数
積
載
が
可
能

国 交 省

基
準
緩
和
自
動
車

認
定
要
領
な
ど
改
正

30年度  第２回

運管試験
東京会場で
2,364人受験

30年度 第２回  運管試験正答

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6

3 A:1,B:1
C:2,D:1 2 , 4 2 , 3 2 , 3 4

問 7 問 8 問 9 問10 問 11 問12

2 2 3 , 4 1 A:2,B:1
C:2,D:1 4

問13 問14 問15 問16 問17 問18

2 , 4 1 , 3 A:2,B:1
C:1,D:1 3 3 3

問19 問20 問21 問22 問23 問24

4 A:1,B:2
C:2,D:2 2 , 3 2 , 3 2

      適  1,3
 不適 2,4 

問25 問26 問27 問28 問29 問30

 1,2,3
  適  2
 不適 1,3,4

A:1,B:2
C:1,D:2

 適  1
 不適 2,3,4 

 3  6

３月３日実施 貨 物 

改
正
法
施
行
に
向
け
対
応

働
き
方
改
革
へ
対
策
推
進

全
ト
協　

来
年
度
事
業
計
画

車輪脱落事故防止へ
改めて対策の徹底を

関
運
局    

全
ト
協 

青
年
部
会

30
年
度 

全
国
大
会業界課題へチャレンジ

坂本会長
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オ
キ
ッ
パ
は
、
Ｅ
Ｃ
サ

イ
ト
で
購
入
し
た
商
品
の

配
送
状
況
を
管
理
す
る
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
ア
プ
リ

と
の
連
動
に
よ
り
、
不
在

時
に
自
宅
で
宅
配
荷
物
を

受
け
取
る
置
き
配
バ
ッ
グ

の
こ
と
。
玄
関
の
ド
ア
ノ

ブ
に
設
置
で
き
る
た
め
、

宅
配
ボ
ッ
ク
ス
の
よ
う
に

場
所
を
取
ら
な
い
。

　
配
達
時
に
ド
ラ
イ
バ
ー

が
バ
ッ
グ
を
広
げ
て
、
そ

の
中
に
荷
物
を
入
れ
施
錠

す
る
だ
け
で
、
操
作
も
簡

単
。配
達
が
完
了
す
る
と
、

ス
マ
ホ
の
ア
プ
リ
に
通
知

が
届
く
。

　
昨
年
9
月
か
ら
の
累
計

販
売
数
は
、
既
に
６
０
０

０
個
を
超
え
た
。

　
期
間
中
に
実
施
し
た
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
に
よ
る

と
、
配
達
さ
れ
た
荷
物
は

約
６
０
０
０
個
で
、
最
終

の
週
に
は
オ
キ
ッ
パ
で
受

け
取
っ
た
比
率（
再
配
達

削
減
率
）が
６
割
を
超
え

た
。

　

満
足
度
調
査
で
は
、
ユ

ー
ザ
ー
の
過
半
数
が
80
点

以
上
の
評
価
を
付
け
、
ド

ラ
イ
バ
ー
の
９
割
以
上
が

「
オ
キ
ッ
パ
の
普
及
を
望

む
」と
回
答
し
た
。

　

Ｙ
ｐ
ｅ
ｒ
は
、
今
年
１

年
間
に
１
０
０
万
個
の
オ

キ
ッ
パ
の
設
置
を
目
指
し

て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
、

国
内
の
再
配
達
率
を
現
状

の
半
分
以
下
に
削
減
で
き

る
と
見
込
ん
で
い
る
。

（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

　
　
　    

　
巴
　
未
希
）

　
Ｙ
ｐ
ｅ
ｒ
は
オ
キ
ッ
パ

普
及
の
た
め
の
環
境
整
備

に
力
を
入
れ
、
昨
年
は
東

京
海
上
日
動
火
災
保
険
と

共
同
で
、
オ
キ
ッ
パ
バ
ッ

グ
向
け
の
盗
難
保
険「
置

き
配
保
険
」を
開
発
し
た
。

　
ア
プ
リ
で
配
送
状
況
を

把
握
し
、
商
品
が
オ
キ
ッ

パ
に
預
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
間（
24
時
間
以
内
）に

適
用
す
る
も
の
。
３
万
円

ま
で
の
金
額
を
補
償
す
る
。

　  

オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
解
錠
も

　
再
配
達
率
の
高
い
オ
ー

ト
ロ
ッ
ク
式
マ
ン
シ
ョ
ン

に
、
オ
キ
ッ
パ
の
利
用
可

能
な
環
境
を
整
備
す
る
た

め
、「
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
解

い
る
既
存
の
解
錠
シ
ス
テ

ム
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
に
カ

ー
ド
キ
ー
を
配
布
し
た

り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
指
紋

や
顔
を
認
証
し
て
解
錠
す

る
方
法
が
一
般
的
だ
。　

　

だ
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に

出
入
り
す
る
、
す
べ
て
の

ド
ラ
イ
バ
ー
に
カ
ー
ド
キ

ー
を
配
布
す
る
の
は
難
し

く
、
顔
認
証
な
ど
も
装
置

の
設
置
に
コ
ス
ト
が
か
か

る
問
題
が
あ
る
。

　

ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
シ
ス
テ
ム
が
ま
ち

ま
ち
だ
と
、
ド
ラ
イ
バ
ー

が
複
数
の
カ
ー
ド
キ
ー
を

所
持
し
た
り
、
マ
ン
シ
ョ

ン
ご
と
の
認
識
方
法
に
対

応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

配
送
業
務
に
負
荷
が
か
か

る
。

　
こ
れ
に
対
し
同
社
の
シ

ス
テ
ム
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン

の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
設
置

し
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
、
ド

ラ
イ
バ
ー
が
配
送
伝
票
番

号
を
入
力
し
、
ド
ア
を
解

錠
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て

い
る
。

　
ア
プ
リ
で
配
送
状
況
の

管
理
が
可
能
な
、
ヤ
マ
ト

運
輸
、
佐
川
急
便
、
日
本

郵
便
、
Ａ
ｍ
ａ
ｚ
ｏ
ｎ
デ

リ
バ
リ
ー
プ
ロ
バ
イ
ダ
、

Ｒ
ａ
ｋ
ｕ
ｔ
ｅ
ｎ 

Ｅ
Ｘ
Ｐ

Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
の
宅
配
５
社
の

貨
物
に
対
応
で
き
、
汎
用

性
が
高
い
。

　
Ｙ
ｐ
ｅ
ｒ
は
昨
年
12
月

に
１
か
月
間
、
日
本
郵
便

と
共
同
で
置
き
配
の
実
証

実
験
を
行
っ
た
。
日
本
郵

便
が
杉
並
区
の
１
０
０
０

世
帯
に
オ
キ
ッ
パ
を
無
料

配
布
し
、
年
末
繁
忙
期
に

お
け
る
運
用
の
効
果
を
検

証
し
た
。

錠
シ
ス
テ
ム
」
の
開
発
も

行
っ
た
。

　
一
部
で
実
用
化
さ
れ
て

京
駅
大
手
町
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
セ
ン
タ
ー
で
、「
関
係
者

　
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

こ
の
ほ
ど
、「
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
界
の
働
き
方
改
革
実
現

に
向
け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
」（
平
成
30
年
３
月
策
定
）

の
解
説
書
を
作
成
し
た
。

　

今
年
４
月
か
ら
、
働
き
方

改
革
関
連
法
に
基
づ
く
改
正

規
定
が
順
次
施
行
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
の
中
で
も
、
特
に
早
急
に

取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ
い

て
説
明
し
た
も
の
。

　

解
説
書
で
は
ま
ず
、
時
間

外
労
働
の
上
限
規
制（
自
動

車
運
転
業
務
は
５
年
後
か
ら

年
間
９
６
０
時
間
の
上
限
規

制
適
用
）や
、
月
60
時
間
超

の
時
間
外
労
働
に
対
す
る
法

定
割
増
賃
金
率
の
適
用
な

ど
、
改
正
規
定
の
施
行
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
や
内
容
を
説
明
。

　

そ
の
上
で
、
働
き
方
改
革

の
推
進
に
必
要
な
労
働
生
産

性
の
向
上
や
経
営
改
善
、
適

正
取
引
の
推
進
、
人
材
の
確

保
・
育
成
の
各
課
題
別
の
取

り
組
み
方
策
に
つ
い
て
解
説

し
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
労
働
生
産

性
向
上
に
向
け
た
方
策
と
し

て
、
荷
待
ち
時
間
・
荷
役
時

間
の
削
減
に
役
立
つ
荷
役
の

パ
レ
ッ
ト
化
や
、
省
力
・
ア

の
効
率
化
・
生
産
性

向
上
に
向
け
、
具
体

的
な
事
例
紹
介
な
ど

を
通
じ
て
、
関
係
者

の
連
携
・
協
働
し
た

向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
」

と
題
し
て
講
演
。

　
各
企
業
の
物
流
部
門
の
取

り
組
み
か
ら
、
企
業
全
体
、

さ
ら
に
企
業
間
連
携
に
よ
る

取
り
組
み
が
必
要
な
段
階
と

指
摘
。
物
流
危
機
へ
の
対
応

を
共
通
認
識
と
し
、
企
業
や

部
門
の
枠
を
超
え
、
生
産
性

向
上
な
ど
に
取
り
組
む
必
要

が
あ
る
と
し
た
。

　

続
い
て
、
国
交
省
総
合
政

策
局
の
山
田
輝
希
物
流
政
策

課
長
が
、「
物
流
の
生
産
性

向
上
を
目
指
し
て
」
と
題
し

て
講
演
。
総
合
物
流
施
策
大

綱
に
基
づ
く
同
省
の
物
流
施

策
な
ど
を
説
明
し
た
。

　

ま
た
、
日
本
ア
プ
ラ
イ
ド

リ
サ
ー
チ
研
究
所
の
大
野
幸

雄
代
表
取
締
役
社
長
が
、「
物

流
の
標
準
化
調
査
概
要
」
と

　

国
土
交
通
省
は
２
月
19

日
、
千
代
田
区
の
Ｔ
Ｋ
Ｐ
東

　
国
土
交
通
省
と
厚
生
労
働

省
は
、
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
の
生

産
性
向
上
や
労
働
時
間
改
善

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
業
を
実

施
し
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
輸
送
品
目

ご
と
に
課
題
や
実
態
が
異

な
る
た
め
、
荷
待
ち
時
間
の

多
い
加
工
食
品
な
ど
を
対
象

と
し
て
、
輸
送
品
目
別
の
懇

談
会
を
設
置
し
、
改
善
策
の

検
討・検
証
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
輸
送
品
目
別
懇

談
会
で
検
討
・
検
証
し
た
改

善
策
の
展
開
・
浸
透
を
図
る

た
め
、
来
年
度
は
各
運
輸
局

単
位
で
地
方
懇
談
会
を
設
置

し
、
ア
ド
バ
ン
ス
事
業
と
し

て
各
輸
送
品
目
に
係
る
改
善

策
の
実
証
実
験
を
行
う
。

　

検
証
し
た
結
果
、
有
効
な

改
善
策
や
効
果
な
ど
に
つ
い

て
は
、
改
善
に
向
け
た
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
や
事
例
集
に
反
映

す
る
方
針
。

シ
ス
ト
機
器
の
活
用
な
ど
に

つ
い
て
説
明
。

　

ま
た
、
経
営
改
善
に
向
け

た
方
策
と
し
て
は
、
原
価
計

算
と
そ
れ
に
基
づ
く
運
賃
・

料
金
の
設
定
、
デ
ジ
タ
ル
タ

コ
グ
ラ
フ
な
ど
を
活
用
し
た

し
た
運
行
管
理
と
労
働
時
間

管
理
、
さ
ら
に
適
正
取
引
の

推
進
方
策
と
し
て
運
送
契
約

の
書
面
化
、
再
生
産
可
能
な

運
賃
の
設
定
な
ど
に
つ
い
て

説
明
し
、
取
り
組
み
を
促
し

て
い
る
。

　

解
説
書
で
は
、
長
時
間
労

働
の
是
正
に
向
け
て
ま
ず
運

転
者
の
勤
務
実
態
を
把
握

し
、
自
社
の
課
題
を
明
確
に

す
る
こ
と
が
重
要
と
指
摘

し
、
早
め
に
取
り
組
み
を
推

進
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

の
連
携
・
協
働
に

よ
る
物
流
の
生
産

性
向
上
に
資
す
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
～

明
日
を
切
り
拓
く

物
流
標
準
化
の
取

り
組
み
」
を
開
催

し
、
荷
主
企
業
や

物
流
事
業
者
な
ど

約
３
０
０
人
が
参

加
し
た
。

　
総
合
物
流
施
策

大
綱
に
基
づ
き
、

〝
強
い
物
流
〟の
構

築
に
必
要
な
物
流

に
向
け
た
取
り
組
み
と
し

て
、
平
成
31
年
度
に
各
地
方

ブ
ロ
ッ
ク
で
、
輸
送
品
目
ご

と
に
改
善
策
を
検
証
す
る
ア

ド
バ
ン
ス
事
業
を
実
施
す
る

方
針
だ
。

　

２
月
に
開
催
し
た
、
第
10

回「
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
お
け

る
取
引
環
境
・
労
働
時
間
改

善
中
央
協
議
会
」
と
第
９
回

「
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
の
生
産

性
向
上
協
議
会
」
で
審
議
・

決
定
し
た
。

　
28
・
29
年
度
の
２
年
間
に

わ
た
り
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業

（
実
証
実
験
）を
行
い
、こ
れ

を
踏
ま
え
て
、30
年
度
に
は

地
方
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
コ
ン

題
し
て
講
演
し
た
。

　
第
２
部
で
は
具
体
的
な
取

り
組
み
事
例
と
し
て
、
新
型

パ
レ
ッ
ト
の
共
同
開
発
や
流

通
取
引
情
報
の
標
準
化
、
段

ボ
ー
ル
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
、

Ａ
Ｓ
Ｎ（
事
前
出
荷
情
報
）

活
用
な
ど
に
関
す
る
取
り
組

み
の
報
告
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

取
り
組
み
を
推
進
す
る
こ
と

を
目
的
に
開
催
し
た
も
の
。

　

冒
頭
、
国
交
省
の
大
塚
高

司
副
大
臣
が
あ
い
さ
つ
し
、

「
物
流
は
わ
が
国
の
経
済
成

長
と
国
民
生
活
を
支
え
る
重

要
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
だ
が
、

人
手
不
足
が
顕
在
化
し
て
い

る
。
持
続
可
能
な
〝
強
い
物

流
〟の
実
現
に
は
生
産
性
向

上
が
急
務
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
施
策
を
推
進
し
て
い

く
」と
述
べ
た（
写
真
）。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
１
部
で

は
、
流
通
経
済
大
学
流
通
情

報
学
部
の
矢
野
裕
児
教
授
が

「
企
業
連
携
に
よ
る
生
産
性

　
求
荷
求
車
情
報
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
Ｗ
ｅ
ｂ
Ｋ
Ｉ
Ｔ
の
成
約

運
賃
指
数
に
よ
る
と
、
２
月

の
指
数
は
１
２
７
で
、
前
月

よ
り
１
㌽
低
下
し
た
が
、
前

年
同
月
を
５
㌽
上
回
り
、
高

い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。

　

荷
物
情
報（
求
車
）
登
録

件
数
は
14
万
５
０
０
件
で
、

前
年
同
月
比
２・
８
％
増
加

し
、
成
約
率
は
16
・
３
％
で

同
１・
６
㌽
上
昇
。
引
き
続

き
求
車
需
要
は
強
い
状

況
に
あ
る
。

　物流系ＩＴベンチャーのＹｐｅｒ（イー
パー）は、日本郵便と共同で実施した置き
配専用バッグ「ＯＫＩＰＰＡ（オキッパ）」
の実証実験で、再配達を６割削減できたと
発表した。「置き配保険」や、オートロック
式マンションでドライバーが荷物の配送伝
票を認識して解錠するシステムを開発する
など、環境整備を進めながらオキッパの普
及を目指している。

再配達６割減と効果を実証

ドライバーが ＂普及望む＂

「
置
き
配
バ
ッ
グ
」実
証
実
験

働き方改革推進
に向け

アクションプラン
解説書

輸
送
品
目
ご
と
に

実
証
実
験

国 交 省    
「
強
い
物
流
」
構
築
へ

  

連
携
・
協
働
で
効
率
化
を

物流生産性向上
シンポジウム

運
賃
指
数

Ｗ
ｅ
ｂ
Ｋ
Ｉ
Ｔ

2
月
は
１
２
７

高
い
水
準
で
推
移

全ト協
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  1．貨物自動車運送事業法関係  
問1　一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているも
のを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答に
あたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可の申請において、
その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適
切なものであること等、法令で定める許可の基準に適合していると認める
ときでなければ、その許可をしてはならない。
　2．一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金（個人（事業として
又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。）を
対象とするものに限る。）、運送約款その他国土交通省令で定める事項を
主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなけ
ればならない。
　3．一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更
しようとするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なけれ
ばならない。
　4．一般貨物自動車運送事業者（その事業の規模が国土交通省令で
定める規模未満であるものを除く。）は、安全管理規程を定め、国土交通
省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。

問2　貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者の輸
送の安全についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていず
れか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他
の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて A 運転者
及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡
眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の
適切な勤務時間及び B の設定その他事業用自動車の運転者の過労
運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。
　2．一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病によ
り安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転するこ
とを防止するために必要な C に基づく措置を講じなければならない。
　3．一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超
える積載をすることとなる運送（以下「過積載による運送」という。）の引
受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及
び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による D
をしてはならない。
　A　1．必要となる員数の 　　2．必要な資格を有する
　B　 1．乗務時間  　　2．休息期間
　C　1．運行管理規程 　　2．医学的知見
　D　1．運送の指示  　　2．輸送の阻害

問3　次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」とい
う。）の運行管理者が行わなければならない業務として、正しいものを2
つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっ
ては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関して緊急を
要する事項に限り、遅滞なく、助言を行うこと。
　2．運転者に対し、乗務を開始しようとするとき、法令に規定する乗務
の途中及び乗務を終了したときは、法令の規定により、点呼を受け、事
業者に報告をしなければならないことについて、指導及び監督を行うこと。
　3．法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣
が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を
受けたもの（基礎講習）を修了した者のうちから、運行管理者の業務を
補助させるための者（補助者）を選任すること並びにその者に対する指導
及び監督を行うこと。
　4．法令の規定により、運転者として常時選任するため新たに雇い入れ
た者であって当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前 3年
間に初任診断（初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定
したもの。）を受診したことがない者に対して、当該診断を受診させること。

問 4　貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関
する次の記述のうち、正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄に
マークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている
事項以外は考慮しないものとする。

　1．乗務前の点呼は、対面（運行上やむを得ない場合は電話その他の
方法）により行い、①酒気帯びの有無、②疾病、疲労、睡眠不足その
他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、③道路
運送車両法の規定による定期点検の実施について報告を求め、及び確認
を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示
をしなければならない。
　2．乗務終了後の点呼は、対面（運行上やむを得ない場合は電話その
他の方法）により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の
状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては交替した運転者に対し
て行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有
無について確認を行わなければならない。
　3．乗務前及び乗務終了後の点呼のいずれも対面で行うことができな
い乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務終了後の点呼のほかに、
当該乗務の途中において少なくとも1回電話等により点呼（中間点呼）を
行わなければならない。当該点呼においては、①酒気帯びの有無、②疾
病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができな
いおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自
動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
　4．乗務終了後の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、
当該運転者からの報告と目視等による確認で酒気を帯びていないと判断
できる場合は、アルコール検知器を用いての確認は実施する必要はない。

問5　次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者
が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要するものを2
つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっ
ては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車道
と歩道の区別がない道路を逸脱し、当該道路との落差が 0.3メートルの
畑に転落した。
　2．事業用自動車の運転者が走行中に意識がもうろうとしてきたので直
近の駐車場に駐車させ、その後の運行を中止した。後日、当該運転者は
脳梗塞と診断された。
　3．事業用自動車が走行中、アクセルを踏んでいるものの速度が徐々
に落ち、しばらく走行したところでエンジンが停止して走行が不能となった。

再度エンジンを始動させようとしたが、燃料装置の故障によりエンジンを
再始動させることができず、運行ができなくなった。
　4．事業用自動車が左折したところ、左後方から走行してきた自転車を
巻き込む事故を起こした。この事故で、当該自転車に乗車していた者に
通院による40日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

問 6　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の過労運転
の防止等についての法令の定めに関する次の記述のうち、誤っているもの
を1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあ
たっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業用自動車の運転者（以下「運転者」という。）は、酒気を帯びた
状態にあるとき、又は疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な
運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出
なければならない。
　2．事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合
であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれが
あるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置して
おかなければならない。
　3．事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を常
時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇
い入れられる者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使
用期間中の者（14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）で
あってはならない。
　4．事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休
息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定め
る基準に従って、運転者の勤務日数及び乗務距離を定め、当該運転者
にこれらを遵守させなければならない。

問7　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の事業用自動
車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示に基づき運転者に対
して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなけ
ればならない特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ
選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業者は、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運
転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項につい
て、運転者に対する適切な指導及び監督をすること。この場合においては、
その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を
記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存すること。
　2．事業者は、軽傷者（法令で定める傷害を受けた者）を生じた交通事
故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こした
運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交
通大臣の認定を受けたものを受診させること。
　3．事業者が行う初任運転者に対する特別な指導は、法令に基づき運
転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために
必要な運転に関する事項などについて、15時間以上実施するとともに、
安全運転の実技について、20 時間以上実施すること。
　4．事業者は、適齢診断（高齢運転者のための適性診断として国土交
通大臣が認定したもの。）を運転者が 65才に達した日以後1年以内に1
回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させること。

問 8　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の貨物の積
載等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該
当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載
されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業者は、道路法第 47条第 2 項の規定（車両でその幅、重量、
高さ、長さ又は最小回転半径が政令で定める最高限度を超えるものは、
道路を通行させてはならない。）に違反し、又は政令で定める最高限度を
超える車両の通行に関し道路管理者が付した条件（通行経路、通行時
間等）に違反して事業用自動車を通行させることを防止するため、運転者
に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
　2．事業者は、事業用自動車（車両総重量が 8トン以上又は最大積載
量が 5トン以上のものに限る。）に、貨物を積載するときは、偏荷重が生
じないように積載するとともに、運搬中に荷崩れ等により事業用自動車か
ら落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等
必要な措置を講じなければならない。
　3．事業者は、車両総重量が 7トン以上又は最大積載量が 4トン以上
の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事
業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記
録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
　4．事業者は、車両総重量が 8トン以上又は最大積載量が 5トン以上
の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積
載状況を当該乗務を行った運転者ごとに乗務等の記録をさせなければな
らない。

  2．道路運送車両法関係
問9　自動車の登録等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各
選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があった
ときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から
30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
　2．臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満
了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運
行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
　3．登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し（整備又は
改造のために解体する場合を除く。）、又は自動車の用途を廃止したときは、
その事由があった日（使用済自動車の解体である場合には解体報告記録
がなされたことを知った日）から15日以内に、永久抹消登録の申請をしな
ければならない。
　4．登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が
滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取
付けを受けなければならない。

問10　自動車の検査等についての次の記述のうち、誤っているものを1
つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっ
ては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効
な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備
え付けなければ、運行の用に供してはならない。
　2．自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送
車両法第67条（自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査）
の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あ
らかじめ、その申請をしなければならない。
　3．国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車
の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けるこ
とができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自
動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示する
ことができる。
　4．初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量 8,990キログラム
の貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効
期間は1年である。

問11　道路運送車両法に定める自動車の点検整備等に関する次のア、イ、
ウの文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1
つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
ア 　自動車の A は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をする
ことにより、当該自動車を道路運送車両の保安基準に適合するように
維持しなければならない。
イ 　自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車を
B する者は、 C 、その運行の開始前において、国土交通省令

で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。
ウ 　自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、 D ごとに国土
交通省令で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければなら
ない。
　A　1．所有者  　　2．使用者
　B　 1．運行  　　2．管理
　C　1．必要に応じて 　　2．1日1回
　D　1．3ヵ月  　　2．6ヵ月

  4．労 働 基 準法関係
問18　労働基準法（以下「法」という。）に定める労働契約等についての
次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマ
ークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事
項以外は考慮しないものとする。

　1．使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金
その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
　2．使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため
に休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条
（産前産後）の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇
してはならない。
　3．法第20 条（解雇の予告）の規定は、法に定める期間を超えない限
りにおいて、「日日雇い入れられる者」、「3ヵ月以内の期間を定めて使用
される者」、「季節的業務に6ヵ月以内の期間を定めて使用される者」又は
「試の使用期間中の者」のいずれかに該当する労働者については適用し
ない。
　4．使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時
間その他の労働条件を明示しなければならない。この明示された労働条
件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解
除することができる。

問19　労働基準法（以下「法」という。）に定める労働時間及び休日等に
関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する
欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されて
いる事項以外は考慮しないものとする。

　1．使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40 時間を
超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働
者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはなら
ない。
　2．使用者は、法令に定める時間外、休日労働の協定をする場合には、
時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労
働者の数並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長するこ
とができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなけれ
ばならない。
　3．使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の
必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度
において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることがで
きる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合
においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
　4．使用者は、4週間を通じ8日以上の休日を与える場合を除き、労
働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければならない。

問20「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める目的等
についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正し
いものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．この基準は、自動車運転者（労働基準法（以下「法」という。）第9
条に規定する労働者であって、 A の運転の業務（厚生労働省労働基
準局長が定めるものを除く。）に主として従事する者をいう。以下同じ。）
の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の
労働時間等の B を図ることを目的とする。
　2．労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働
条件を低下させてはならないことはもとより、その C に努めなければ
ならない。
　3．使用者は、季節的繁忙期その他の事情により、法第36 条第1項
の規定に基づき臨時に D 、又は休日に労働させる場合においても、
その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。
　A　1. 四輪以上の自動車 2．二輪以上の自動車
　B　1.労働契約の遵守 2．労働条件の向上
　C　1. 維持  2．向上
　D　1.休息期間を短縮し 2．労働時間を延長し

問21　「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下「改善基
準告示」という。）において定める貨物自動車運送事業に従事する自動車
運転者（以下「トラック運転者」という。）の拘束時間及び運転時間等に
関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄
にマークしなさい。ただし、1人乗務で、隔日勤務には就いていない場
合とする。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以
外は考慮しないものとする。

　1．使用者は、トラック運転者の1日（始業時刻から起算して24 時間
をいう。）についての拘束時間については、13 時間を超えないものとし、
当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16 時間と
すること。この場合において、1日についての拘束時間が13 時間を超え
る回数は、1週間について2回以内とすること。
　2．使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運
転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より
長くなるように努めるものとする。
　3．使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させ
る場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、
当該休日の労働によって改善基準告示第 4条第1項に定める拘束時間
及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
　4．使用者は、トラック運転者の連続運転時間（1回が連続5分以上で、
かつ、合計が 30 分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時
間をいう。）は、4時間を超えないものとすること。

問22　下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の運転時
間及び休憩時間の例を示したものであるが、このうち、連続運転の中断
方法として「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に適合し
ているものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

問23　下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1週間
の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の
改善のための基準」（以下「改善基準告示」という。）に定める拘束時間等
に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当す
る欄にマークしなさい。
　ただし、すべて1人乗務の場合とする。なお、解答にあたっては、下
図に示された内容及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しない
ものとする。

　1．1日についての拘束時間が改善基準告示に定める最大拘束時間に
違反する勤務はない。
　2．1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間に
ついての回数は、改善基準告示に違反していない。
　3．勤務終了後の休息期間は、改善基準告示に違反しているものはない。
　4．水曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の
勤務の中で1日についての拘束時間が最も短い。

  5．実務上の知識及び能力
問24　運行管理の意義、運行管理者の役割等に関する次の記述のうち、
適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の
「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記
載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．運行管理者は、仮に事故が発生していない場合でも、同業他社の
事故防止の取組事例などを参考にしながら、現状の事故防止対策を分析
・評価することなどにより、絶えず運行管理業務の改善に向けて努力し
ていくことも重要な役割である。
　2．事業用自動車の点検及び整備に関する車両管理については、整備
管理者の責務において行うこととされていることから、運転者が整備管
理者に報告した場合にあっては、点呼において運行管理者は事業用自動
車の日常点検の実施について確認する必要はない。
　3．運行管理者は、運転者の指導教育を実施していく際、運転者一人
ひとりの個性に応じた助言・指導（カウンセリング）を行うことも重要であ
る。そのためには、日頃から運転者の性格や能力、事故歴のほか、場
合によっては個人的な事情についても把握し、そして、これらに基づいて
助言・指導を積み重ねることによって事故防止を図ることも重要な役割で
ある。
　4．事業者が、事業用自動車の定期点検を怠ったことが原因で重大事
故を起こしたことにより、行政処分を受けることになった場合、当該重大
事故を含む運行管理業務上に一切問題がなくても、運行管理者は事業
者に代わって事業用自動車の運行管理を行っていることから、事業者が
行政処分を受ける際に、運行管理者が運行管理者資格者証の返納を命
じられる。

問25　一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行
う指導・監督に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選び、解答
用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択
肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．自動車が追越しをするときは、前の自動車の走行速度に応じた追
越し距離、追越し時間が必要になる。前の自動車と追越しをする自動車
の速度差が小さい場合には追越しに長い時間と距離が必要になることか
ら、無理な追越しをしないよう運転者に対し指導する必要がある。
　2．雪道への対応の遅れは、雪道でのチェーンの未装着のため自動車
が登り坂を登れないこと等により後続車両が滞留し大規模な立ち往生を
発生させることにもつながる。このことから運行管理者は、状況に応じて
早めのチェーン装着等を運転者に対し指導する必要がある。
　3．運転中の携帯電話・スマートフォンの使用などは運転への注意力を
著しく低下させ、事故につながる危険性が高くなる。このような運転中の
携帯電話等の操作は法令違反であることはもとより、いかに危険な行為
であるかを運行管理者は運転者に対し理解させて、運転中の使用の禁止
を徹底する必要がある。
　4．平成28年中の事業用貨物自動車が第1当事者となった人身事故の
類型別発生状況をみると、「出会い頭衝突」が最も多く、全体の約半分
を占めており、続いて「追突」の順となっている。このため、運転者に対し、
特に、交差点における一時停止の確実な履行と安全確認の徹底を指導す
る必要がある。

問26　事業用自動車の運転者の健康管理及び就業における判断・対処
に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適
切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答
にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものと
する。

　1．事業者は、業務に従事する運転者に対し法令で定める健康診断を
受診させ、その結果に基づいて健康診断個人票を作成し3年間保存とし
ている。また、運転者が自ら受けた健康診断の結果を提出したものにつ
いても同様に保存している。
　2．事業者は、法令により定められた健康診断を実施することが義務
づけられているが、運転者が自ら受けた健康診断（人間ドックなど）であ

問12　道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての
次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマ
ークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事
項以外は考慮しないものとする。

　1．停止表示器材は、夜間 200メートルの距離から走行用前照灯で照
射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであることなど
告示で定める基準に適合するものでなければならない。
　2．自動車（被けん引自動車を除く。）には、警音器の警報音発生装置
の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なもの
である警音器を備えなければならない。
　3．自動車（二輪自動車等を除く。）の空気入ゴムタイヤの接地部は滑り
止めを施したものであり、滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の
全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部（サイピング、プラットフ
ォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。）のいずれの部分におい
ても1.6ミリメートル以上の深さを有すること。
　4．貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が 8ト
ン以上又は最大積載量が 5トン以上のものの原動機には、自動車が時
速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、
自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める
基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

  3．道 路 交 通 法関係
問13　道路交通法に定める合図等についての次の記述のうち、正しいも
のを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答に
あたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進
するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合
においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければな
らないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の
変更を妨げてはならない。
　2．車両（自転車以外の軽車両を除く。以下同じ。）の運転者は、左折
し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行し
ながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、
かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。（環
状交差点における場合を除く。）
　3．車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変
えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点から30メー
トル手前の地点に達したときである。
　4．車両の運転者が左折又は右折するときの合図を行う時期は、その
行為をしようとする地点（交差点においてその行為をする場合にあっては、
当該交差点の手前の側端）から30メートル手前の地点に達したときであ
る。（環状交差点における場合を除く。）

問14　道路交通法に定める停車及び駐車等についての次の記述のうち、
正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないも
のとする。

　1．車両は、交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内
の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又
は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車して
はならない。
　2．車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しく
は修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車
用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはな
らない。
　3．車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又
はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分におい
ては、駐車してはならない。
　4．車両は、火災報知機から5メートル以内の道路の部分においては、
駐車してはならない。

問15　道路交通法に定める交通事故の場合の措置についての次の文中、
A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解
答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他
の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、 A し、道路における
B する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、

当該車両等の運転者（運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ない
ときは、その他の乗務員）は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、
警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通
事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における C 及び負傷者
の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係
る車両等の積載物並びに D を報告しなければならない。

　A　1.事故状況を確認  2.負傷者を救護
　B　1.危険を防止   2.安全な駐車位置を確保
　C　1.死傷者の数   2.事故車両の数
　D　1.当該交通事故について講じた措置 2. 運転者の健康状態

問16　道路交通法に定める自動車の法定速度についての次の記述のうち、
誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。な
お、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しな
いものとする。

　1．貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量 5,995キログラムの
自動車の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない
片側一車線の一般道路においては、時速60キロメートルである。
　2．貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量 7,520キログラムの
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止する
ためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が指
定されていない区間の高速自動車国道の本線車道（政令で定めるものを
除く。）における最低速度は、時速50キロメートルである。
　3．貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量 7,950キログラム、
最大積載量4,500キログラムであって乗車定員2名の自動車の最高速度
は、道路標識等により最高速度が指定されていない高速自動車国道の
本線車道（政令で定めるものを除く。）においては、時速80キロメートル
である。
　4．貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量が 4,995キログラム
の自動車が、故障した車両総重量1,500キログラムの普通自動車をロー
プでけん引する場合の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定
されていない一般道路においては、時速40キロメートルである。

問17　貨物自動車に係る道路交通法に定める乗車、積載及び過積載（車
両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合
における当該積載。以下同じ。）等についての次の記述のうち、誤っている
ものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答
にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものと
する。

　1．積載物の高さは、3.8メートル（公安委員会が道路又は交通の状況
により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メ
ートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ）からその自
動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。
　2．車両（軽車両を除く。）の運転者は、当該車両について政令で定める
乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて
乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、当該
車両の出発地を管轄する警察署長による許可を受けてもっぱら貨物を運
搬する構造の自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超
える乗車をさせて運転することができる。
　3．警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車
を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷
主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府
令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該過積載によ
る運転をしてはならない旨を命ずることができる。
　4．準中型自動車とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、
大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、
車両総重量3,500キログラム以上、7,500キログラム未満のもの又は最
大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のものをいう。

っても法令で必要な定期健康診断の項目を充足している場合は、法定健
診として代用することができる。
　3．配送業務である早朝の乗務前点呼において、これから乗務する運
転者の目が赤く眠そうな顔つきであったため、本人に報告を求めたところ、
連日、就寝が深夜 2時頃と遅く寝不足気味ではあるが、何とか乗務は可
能であるとの申告があった。このため運行管理者は、当該運転者に対し
途中で眠気等があったときには、自らの判断で適宜、休憩をとるなどして
運行するよう指示し、出庫させた。
　4．事業者は、ある高齢運転者が夜間運転業務において加齢に伴う視
覚機能の低下が原因と思われる軽微な接触事故が多く見られたため、昼
間の運転業務に配置替えをした。しかし、繁忙期であったことから、運
行管理者の判断で点呼において当該運転者の健康状態を確認しつつ、
以前の夜間運転業務に短期間従事させた。

問27　自動車の走行時に生じる諸現象とその主な対策に関する次の文中、
A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解
答用紙の該当する欄にマークしなさい。

ア A とは、路面が水でおおわれているときに高速で走行するとタイ
ヤの排水作用が悪くなり、水上を滑走する状態になって操縦不能にな
ることをいう。これを防ぐため、日頃よりスピードを抑えた走行に努め
るべきことや、タイヤの空気圧及び溝の深さが適当であることを日常点
検で確認することの重要性を、運転者に対し指導する必要がある。
　1.ハイドロプレーニング現象 2.ウェットスキッド現象
イ B とは、自動車の夜間の走行時において、自車のライトと対向車
のライトで、お互いの光が反射し合い、その間にいる歩行者や自転車
が見えなくなることをいう。この状況は暗い道路で特に起こりやすいの
で、夜間の走行の際には十分注意するよう運転者に対し指導する必要
がある。
　1.クリープ現象 2. 蒸発現象
ウ C とは、フット・ブレーキを使い過ぎると、ブレーキ・ドラムやブ
レーキ・ライニングなどが摩擦のため過熱してその熱がブレーキ液に伝
わり、液内に気泡が発生することによりブレーキが正常に作用しなくな
り効きが低下することをいう。これを防ぐため、長い下り坂などでは、
エンジン・ブレーキ等を使用し、フット・ブレーキのみの使用を避ける
よう運転者に対し指導する必要がある。
　1.ベーパー・ロック現象　　2.スタンディングウェーブ現象
エ D とは、運転者が走行中に危険を認知して判断し、ブレーキ操作
に至るまでの間に自動車が走り続けた距離をいう。自動車を運転する
とき、特に他の自動車に追従して走行するときは、危険が発生した場
合でも安全に停止できるような速度又は車間距離を保って運転するよ
う運転者に対し指導する必要がある。
　1.制動距離　　2.空走距離

問28　自動車運送事業者において最近普及の進んできたデジタル式運
行記録計を活用した運転者指導の取組等に関する次の記述のうち、適切
なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不
適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載
されている事項以外は考慮しないものとする。
　1．運行管理者は、デジタル式運行記録計の記録図表（24 時間記録
図表や12分間記録図表）等を用いて、最高速度記録の▼マークなどを
確認することにより最高速度超過はないか、また、急発進、急減速の有
無についても確認し、その記録データを基に運転者に対し安全運転、経
済運転の指導を行う。
　2．運行管理者は、大型トラックに装着された運行記録計により記録
される「瞬間速度」、「運行距離」及び「運行時間」等により運行の実態を
分析して安全運転等の指導を図る資料として活用しており、この運行記
録計の記録を6ヵ月間保存している。
　3．デジタル式運行記録計は、自動車の運行中、交通事故や急ブレーキ、
急ハンドルなどにより当該自動車が一定以上の衝撃を受けると、衝突前
と衝突後の前後10 数秒間の映像などを記録する装置であり、事故防止
対策の有効な手段の一つとして活用されている。
　4．衝突被害軽減ブレーキは、いかなる走行条件においても前方の車
両等に衝突する危険性が生じた場合に確実にレーダー等で検知したうえ
で自動的にブレーキが作動し、衝突を確実に回避できるものである。当
該ブレーキが備えられている自動車に乗務する運転者に対しては、当該
ブレーキ装置の故障を検知し表示による警告があった場合の対応を指導
する必要がある。

問29　貨物自動車運送事業者の運行管理者
は複数の荷主からの運送依頼を受けて、下
のとおり4日にわたる2人乗務による運行計
画を立てた。この2人乗務を必要とした根拠
についての次の1～3の下線部の運行管理
者の判断について、正しいものをすべて選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。な
お、解答にあたっては、＜4日にわたる運行
計画＞及び各選択肢に記載されている事項
以外は考慮しないものとする。
　1．1 人乗務とした場合、1日についての最
大拘束時間及び休息期間が「自動車運転者
の労働時間等の改善のための基準」（以下「改
善基準告示」という。）に違反すると判断して、
当該運行には交替運転者を配置した。
　2．1人乗務とした場合、すべての日を特
定の日とした場合の2日を平均して1日当た
りの運転時間が改善基準告示に違反すると
判断して、当該運行には交替運転者を配置
した。
　3．1人乗務とした場合、連続運転時間が
改善基準告示に違反すると判断して、当該
運行には交替運転者を配置した。

問30　運行管理者が次の事業用大型トラックの事故報告に基づき、こ
の事故の要因分析を行ったうえで、同種事故の再発を防止するための対
策として、最も直接的に有効と考えられる組合せを、下の枠内の選択肢（1
～ 8）から1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解
答にあたっては、【事故の概要】及び【事故の推定原因・事故の要因】
に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
【事故の概要】
　当該運転者は、当日早朝に出勤し運行管理者の電話点呼を受けたのち、
貨物の納入先へ向け運行中、信号機のない交差点に差しかかり、前方の
普通トラックが当該交差点から約10メートル先の踏切で安全確認のため

一時停止したため、それに続いて当該交差点の横断歩道上に停止した。
その後前方のトラックが発進したことをうけ、車両前方を母子が横断して
いることに気付かず発進し、母子と接触し転倒させた。この事故により、
母親とベビーカーの子供が重傷を負った。
　なお、当該車両にはフロントガラス下部を覆う高さ約 30センチメートル
の装飾板が取り付けられていた。
・事故発生：午前10時20分 ・天候：晴れ
・道路：幅員8.0メートル ・運転者：45歳　運転歴14年
【事故の再発防止対策】
ア  　対面による点呼が行えるよう要員の配置を整備する。
イ 　装飾板等により運転者の視界を妨げるものについては、確実に取り
外させるとともに、装飾板等取り付けが運転者の死角要因となることを
運転者に対して、適切な指導を実施する。
ウ 　運転者に対して、交通事故を惹起した場合の社会的影響の大きさや
過労が運転に及ぼす危険性を認識させ、疲労や眠気を感じた場合は
直ちに運転を中止し、休憩するよう指導を徹底する。
エ 　事故惹起運転者に対して、安全運転のための特別な指導を行うとと
もに、適性診断結果を活用して、運転上の弱点について助言・指導を
徹底することにより、安全運転のための基本動作を励行させる。
オ 　運転者に対して、運行開始前に直接見ることができない箇所につい
て後写鏡やアンダーミラー等により適切な視野の確保を図ったうえで、
発車時には十分な安全確認を行うよう徹底する。
カ 　過労運転の防止を図るため、自動車運転者の労働時間等の改善の
ための基準に違反しない乗務計画を作成し、運転者に対する適切な
運行指示を徹底する。
キ 　安全運転教育において、横 断歩道、交差点などの部分で停止しない
よう徹底するとともに、横断歩道に接近する場合及び通過する際に、
横断しようとする者がいないことを確実に確認するよう徹底する。
ク 　運転者に対して、疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを正
しく理解させ、定期的な健康診断結果に基づき、自ら生活習慣の改善
を図るなど、適切な心身の健康管理を行うことの重要性を理解させる。

運行管理者
試験問題

平成30年度   第2回

・問題は、1ページから30ページまでの30問です。
・答えを記入する際は、下記の事項に留意して下さい。
① 各問題の設問で求める数と異なる数の解答をしたもの、及び複
数の解答を求める設問で一部不正解のものは、正解としません。

② 解答にあたっては、各設問及び選択肢に記載された事項以外は、
考慮しないものとします。

③ 各設問及び選択肢に記載された（以下「・・」という。）及び（以下
「・・」に同じ。）等については、当該問題における記述に限り適用さ
れます。

             ※問題文は原文のまま掲載しています。     正答は２面に掲載

3月3日実施
貨 物

1. ア・イ・オ・ク 　2. ア・イ・カ・キ
3. ア・オ・キ・ク 　4. ア・ウ・オ・キ
5. イ・ウ・エ・カ 　6. イ・エ・オ・キ
7. ウ・エ・キ・ク 　8. ウ・エ・オ・カ
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日 時    2月14日（木）   8 時  4分頃発生（晴天）
場 所 板橋区内（国道17号）

当事者
     事業用準中型貨物車（ 男性40代）

　                   × 自転車（ 女性50代死亡） × 自転車（ 男性40代）
順番は過失の軽重を示すものではありません。

状  況

概  要 交差点を通行中の事業用準中型貨物車が、横断
歩道を通行中の自転車２台と衝突したもの。

◎交差点通行時は、信号の切り替わりに注意し、左右の
　安全確認を行い自転車等の動きに注意を払うこと !!

ト
ラ
ッ
ク
事
故
速
報
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東
京
都
環
境
局
は
３
月
５

日
、
千
代
田
区
の
Ｔ
Ｋ
Ｐ
ガ

ー
デ
ン
シ
テ
ィ
竹
橋
で「
貨

物
輸
送
評
価
制
度
セ
ミ
ナ

ー
」
を
開
催
し
、
東
京
都
ト

ラ
ッ
ク
協
会
の
グ
リ
ー
ン
・

エ
コ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
Ｇ
Ｅ

Ｐ
）参
加
事
業
者
を
は
じ
め
、

関
係
者
ら
約
１
２
０
人
が
参

加
し
た
。

　

同
日
は
冒
頭
、
都
環
境
局

の
筧
直
環
境
改
善
部
長
が
あ

　
東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
と
の

共
催
に
よ
り
２
月
25
日
、
東

ト
総
合
会
館
で
平
成
30
年
度

て
い
る
。
働
き
方
改
革
や
生

産
性
の
向
上
を
図
り
、
人
が

集
ま
る
業
界
に
し
て
い
か
な

　

近
年
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
経

由
の
採
用
が
減
少
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
含
め
た
広
告

経
由
の
採
用
が
増
加
す
る
傾

向
に
あ
る
と
し
、
特
に
若
年

層
や
未
経
験
者
の
採
用
は
、

求
人
広
告
経
由
で
の
採
用
割

リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会

組
織
委
員
会
の
徳
弘
欣

也
総
務
局
持
続
可
能
性

担
当
副
部
長
が
、「
持
続

可
能
性
に
配
慮
し
た
調

達
に
つ
い
て
～
東
京
２

い
さ
つ
し
、「
評
価

制
度
開
始
か
ら
６

年
間
で
、
評
価
取

得
事
業
者
は
２
・

６
倍
に
増
加
し

た
。
よ
り
申
請
し

や
す
い
制
度
と
な

る
よ
う
見
直
し
を

図
り
、
今
後
さ
ら

に
増
や
し
て
い
き

た
い
」と
述
べ
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は

ま
ず
、
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

　
消
防
庁
危
険
物
保
安
室
は

こ
の
ほ
ど
、
昨
年
11
月
を
中

心
に
実
施
し
た
移
動
タ
ン
ク

貯
蔵
所（
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
）

な
ど
の
立
入
検
査
結
果
を
踏

ま
え
、
改
め
て「
危
険
物
の

移
送
等
に
お
け
る
保
安
確
保

の
た
め
の
留
意
事
項
」
を
周

知
し
、
危
険
物
輸
送
の
保
安

確
保
を
図
る
よ
う
求
め
た
。

　

立
入
検
査
結
果
に
よ
る

と
、
無
許
可
車
両
数
が
１
１

２
台
で
前
年（
検

査
結
果
）に
比
べ

て
45
台
増
加
し
て

い
る
。
ま
た
、
立
入
検
査
の

重
点
項
目
に
掲
げ
て
い
る
、

定
期
点
検
に
係
る
義
務
違
反

が
１
２
２
５
台
で
同
96
台
増

え
て
お
り
、
他
の
項
目
に
比

べ
違
反
台
数
が
非
常
に
多
い
。

　

こ
う
し
た
結
果
を
踏
ま

え
、「
保
安
確
保
の
た
め
の
留

意
事
項
」
を
周
知
す
る
と
と

も
に
、
法
令
違
反
事
項
の
是

正
に
係
る
指
導
と
確
認
を
徹

底
す
る
よ
う
求
め
た
も
の
だ
。

料
、素
材
の
調
達
な
ど
）、ま

た
同
社
の
中
澤
啓
至
物
流
部

物
流
運
営
Ｇ
課
長
が「
配
送

時
の
Ｃ
Ｏ
２
削
減
の
取
り
組

み
」（
置
き
場
所
指
定
サ
ー
ビ

ス
な
ど
再
配
達
削
減
の
取
り

組
み
）」と
題
し
て
講
演
し
た
。

　

こ
の
後
、
都
環
境
局
の
堀

哲
環
境
改
善
部
自
動
車
環
境

課
長
が
、
貨
物
輸
送
評
価
制

度
の
概
要
や
こ
れ
ま
で
の
実

績
に
つ
い
て
紹
介
し
、
評
価

取
得
へ
の
積
極
的
な
取
り
組

み
を
呼
び
か
け
た
。

　

ま
た
東
ト
協
環
境
部
の
前

川
宣
将
次
長
が
、
Ｇ
Ｅ
Ｐ
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
発
表
。

12
年
間
の
活
動
実
績
と
し

て
、
燃
料
削
減
量
は
ド
ラ
ム

缶
約
30
万
本
分
に
達
し
、
交

通
事
故
の
削
減
率
は
平
均
29

・
１
％
と
事
故
が
大
幅
に
減

っ
て
い
る
な
ど
と
説
明
し
、

そ
の
成
果
を
強
調
し
た
。

　

さ
ら
に
、
６
年
連
続
し
て

評
価
を
取
得
し
て
い
る
東
京

け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、

日
本
Ｐ
Ｍ
Ｉ
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
の
小
坂

真
弘
代
表
取
締
役
が

講
演
。
ま
ず
働
き
方

改
革
へ
の
対
応
に
関

し
て
解
説
し
た
後
、

深
刻
化
す
る
運
転
者

不
足
の
実
態
を
説
明

し
、
効
果
的
な
運
転

者
人
材
の
採
用
方
法

な
ど
を
紹
介
し
た
。

合
が
高
く
な
っ
て
い
る
と
指

摘
。
こ
う
し
た
動
向
を
踏
ま

え
、
求
人
サ
イ
ト
の
活
用
と

と
も
に
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

対
応
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設

な
ど
の
対
応
策
を
講
じ
る
必

要
が
あ
る
と
し
た
。

　

ま
た
、
即
戦
力
と
な
る
経

験
者
の
採
用
は
厳
し
い
状
況

に
あ
る
た
め
、
未
経
験
者
を

採
用
・
育
成
す
る
こ
と
が
重

要
と
も
指
摘
。
な
お
、
経
験

者
の
採
用
は
縁
故
経
由
に
よ

る
場
合
が
多
く
、
従
業
員
に

よ
る
紹
介
制
度
が
効
果
的
と

紹
介
し
た
。

　
さ
ら
に
、新
卒
者
・
女
性
・

高
齢
者
の
雇
用
促
進
の
取
り

組
み
や
、
人
材
が
定
着
す
る

た
め
の
職
場
環
境
の
整
備
な

ど
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

「
ト
ラ
ッ
ク
運

送
事
業
者
の
た

め
の
人
材
確
保

セ
ミ
ナ
ー
」
を

開
催
し
た
。

　

冒
頭
、
東
ト

協
の
西
澤
康
雄

常
務
理
事
が
あ

い
さ
つ
し
、「
ト

ラ
ッ
ク
運
送
業

界
で
は
人
材
確

保
が
特
に
深
刻

な
問
題
と
な
っ

　

国
土
交
通
省
は
こ
の
ほ

ど
、
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

に
対
し
、「
天
皇
陛
下
の
御

退
位
及
び
皇
太
子
殿
下
の
御

即
位
に
伴
う
式
典
に
係
る
テ

ロ
対
策
の
徹
底
に
つ
い
て
」

を
通
知
し
、
会
員
事
業
者
に

対
し
て
周
知
徹
底
す
る
よ
う

求
め
た
。

　
ト
ラ
ッ
ク
関
係
の
徹
底
事

項
は
、
営
業
所
・
車
庫
内
外

の
巡
回
や
終
業
後
の
ド
ア
ロ

ッ
ク
、
営
業
所
な
ど
に
お
け

る
不
審
な
荷
物
を
発
見
時
の

警
察
へ
の
連
絡
、
テ
ロ
発
生

時
の
通
報
・
連
絡
・
指
示
体

制
の
整
備
な
ど
。

ロ
ジ
ス
テ
ッ
ク
小
林
徳
市
運

送
の
小
林
秀
男
代
表
取
締
役

社
長
が
、
同
社
の
取
り
組
み

を
発
表
。
Ｇ
Ｅ
Ｐ
へ
の
取
り

組
み
と
と
も
に
、「
エ
コ
通

信
」
の
発
行
、
全
社
的
な
安

全
品
質
・
環
境
・
Ｐ（
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
）マ
ー
ク
研
修
な

ど
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。

０
２
０
大
会
に
お
け
る
取
り

組
み
」と
題
し
て
基
調
講
演
。

　

東
京
２
０
２
０
大
会
で
は
、

国
連
が
定
め
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
Ｓ（
持

続
可
能
な
開
発
目
標
）に
つ

い
て
、
気
候
変
動
や
資
源
管

理
な
ど
５
つ
を
主
要
テ
ー
マ

と
し
て
、
持
続
可
能
性
に
配

慮
し
た
調
達
コ
ー
ド
を
策
定

し
て
い
る
と
説
明
。関
係
者

に
法
令
遵
守
や
環
境
問
題
、

人
権・労
働
問
題
の
防
止
な
ど

調
達
コ
ー
ド
を
尊
重
す
る
よ

う
働
き
か
け
て
い
る
と
し
た
。

　

引
き
続
き
荷
主
講
演
と
し

て
、
フ
ァ
ン
ケ
ル
の
大
内
直

晴
Ｃ
Ｓ
Ｒ
推
進
室
係
長
が

「
取
引
先
と
行
う
持
続
可
能

な
調
達
」（
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
宣

言
の
策
定
、
持
続
可
能
な
原

消 防 庁

東ト協
全ト協

効果的な求人・採用
職場環境の整備など

ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
の

人
材
確
保
セ
ミ
ナ
ー

持
続
可
能
な
取
り
組
み

     
Ｃ
Ｏ
２
削
減
の
推
進
へ

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所

輸
送
中
の
保
安
確
保
を

皇
室
式
典
に
伴
い

テ
ロ
対
策
徹
底
を

 国交省

貨物輸送評価制度セミナー

︱ 

東
京
五
輪
の
調
達
物
流 

︱

東 京 都
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成
し
た
。

　

引
き
続
き
各
種
媒
体
を
活

用
し
、
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
対

す
る
理
解
促
進
を
図
る
た
め

の
広
報
活
動
を
展
開
す
る
。

具
体
的
に
は
、
文
化
放
送
の

ラ
ジ
オ
Ｃ
Ｍ
や
交
通
安
全
ラ

ジ
オ
へ
の
協
賛
を
行
う
と
と

も
に
、
一
般
紙
や
専
門
紙
な

ど
紙
媒
体
に
加
え
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
な
ど
も
活
用
す
る
。

　

ま
た
、「
ト
ラ
ッ
ク
の
日
」

Ｐ
Ｒ
活
動
と
し
て
、
本
部
で

各
種
イ
ベ
ン
ト
に
協
賛
す
る

　

東
ト
協
多
摩
支
部（
竹
内

政
司
支
部
長
）は
２
月
27
日
、

立
川
市
の
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｕ
Ｒ
Ｕ
ホ

ー
ル
で
、
多
摩
地
区
な
ど
の

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
の
共
催
に

よ
り「
物
流
業
界
説
明
・
面

介
し
た
ほ
か
、
エ
ン

ト
リ
ー
シ
ー
ト
記
入

方
法
や
面
接
対
策
な

ど
を
内
容
と
し
た
就

活
セ
ミ
ナ
ー
も
開
催

し
た
。

　
同
支
部
で
は
平
成

28
年
か
ら
、
物
流
業

界
を
中
心
と
し
た

「
合
同
企
業
説
明
会
」

を
開
催
し
て
お
り
、

今
回
で
14
回
目
。

　
当
初
は
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
八
王
子
の
後
援

作
品
募
集
を
行
う
。

　
６
月
中
旬
に
募
集
案
内
を

掲
載
・
配
布
し
て
募
集
し
、

９
月
上
旬
に
応
募
を
締
め
切

っ
た
上
で
、10
月
に
１
次
・

２
次
審
査
や
最
終
審
査
を
行

い
、11
月
に
審
査
結
果
を
発

表
す
る
予
定
。

　

他
方
、
事
業
見
直
し
に
よ

り
、
東
京
Ｍ
Ｘ
テ
レ
ビ
の
番

組
提
供
や
、
新
入
学
児
童
向

け
交
通
安
全
啓
発
下
敷
き
の

作
成
・
寄
贈
は
廃
止
す
る
。

ま
た
、
支
部「
ト
ラ
ッ
ク
の

日
」
活
動
費
用
の
助
成
や
ノ

ベ
ル
テ
ィ
の
提
供
は
廃
止
す

る
が
、
代
わ
り
に
支
部
活
動

運
営
費
を
拡
充
す
る
。

　

鎮
目
委
員
長
は
、
こ
う
し

た
見
直
し
に
つ
い
て「
広
報

事
業
を
縮
小
す
る
と
い
う
の

で
は
な
い
。
よ
り
有
効
で
効

果
的
な
広
報
を
行
っ
て
い
き

た
い
」と
説
明
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
外
部
サ
イ
ト

に
開
設
し
て
い
る
人
材
確
保

の
た
め
の
情
報
サ
イ
ト「
Ｒ

Ｕ
Ｎ 

Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｋ 

１
０
９ 

Ｔ

Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
」を
、東
ト
協
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
移
設
し
、
管
理

・
運
営
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会
広

報
・
情
報
委
員
会（
鎮
目
隆

雄
委
員
長
）は
３
月
５
日
、

東
ト
総
合
会
館
で
平
成
30

年
度
第
３
回
委
員
会
を
開
催

し
、31
年
度
広
報
事
業（
実

施
計
画
案
）な
ど
に
つ
い
て

審
議
・
承
認
し
た
。

　
来
年
度
の
広
報
事
業
に
関

し
て
は
、
前
回
委
員
会
で
報

告
し
た
各
委
員
に
対
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
を
踏
ま
え
て

検
討
し
、
一
部
見
直
し
を
行

っ
た
上
で
実
施
計
画
案
を
編

16
日
　
運
行
管
理
者
試
験
事

前
講
習
会
▽
東
京
都
船
橋

備
蓄
倉
庫
運
用
訓
練

18
日　

食
料
・
酒
類
飲
料
専

門
部
会
見
学
研
修
会
▽
事

務
局
部
長
会
▽
個
別
指
導

▽
正
副
会
長
会
▽
都
庁
・

区
役
所
専
門
部
会
研
修
会

19
日　

東
ト
協
Ｉ
Ｐ
無
線
定

期
通
信
訓
練
▽
物
流
政
策

委
員
会
▽
関
東
・
甲
信
越

重
量
部
会
関
東
地
方
整
備

局
と
正
副
部
会
長
等
と
の

意
見
交
換
会
▽
衛
生
委
員

会
20
日　

物
流
経
営
士
課
程
▽

交
付
金
事
業
実
施
計
画
案

検
討
委
員
会

21
日　

適
正
化
事
業
指
導
委

員
会

22
日　

支
部
事
務
局
事
務
長

会
議

23
日　

運
行
管
理
者
試
験
事

前
講
習
会 

25
日　

事
務
局
部
長
会
▽
ト

ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の
た

め
の
人
材
確
保
セ
ミ
ナ
ー

26
日　

経
営
者
及
び
実
務
者

セ
ミ
ナ
ー

27
日　

フ
ェ
ス
タ
実
行
プ
ロ

18
日
㈪　

13
時
30
分
＝
常
任

理
事
会(

東
ト
総
合
会
館)

▼
15
時
30
分
＝
労
務
厚
生

委
員
会（
同
）

19
日
㈫　

11
時
＝
海
上
コ
ン

テ
ナ
専
門
部
会
役
員
会

（
日
本
コ
ン
テ
ナ
輸
送
）

20
日
㈬　

14
時
30
分
＝
経
営

者
セ
ミ
ナ
ー（
東
ト
総
合

会
館
）

22
日
㈮　

14
時
＝
関
東
各
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
青
年
部
会

事
務
局
担
当
者
会
議（
東

ト
総
合
会
館
）

25
日
㈪　

11
時
＝
女
性
部
正

副
本
部
長
会
議（
東
ト
総

合
会
館
）▼
12
時
＝
同
幹

事
会（
同
）

28
日
㈭　

13
時
30
分
＝
理
事

会（
東
ト
総
合
会
館
）▼
15

時
15
分
＝
ロ
ジ
研
正
副
本

部
長
会
議（
同
）▼
16
時
＝

三
組
織
連
絡
会（
同
）

　
齋
藤 

満
護 

氏（
斎
藤
運

輸
代
表
取
締
役
社
長・
新
宿

支
部
）２
月
７
日
死
去
。
78

歳
。
通
夜
は
２
月
14
日
、
告

別
式
は
翌
15
日
、
い
ず
れ
も

新
宿
区
の
最
勝
寺
会
館
で
。

　

中
島 

重
喜 

氏（
若
潮
運

輸
代
表
取
締
役・深
川
支
部
）

２
月
12
日
死
去
。
72
歳
。
通

夜
・
告
別
式
は
過
日
、
家
族

葬
に
よ
り
執
り
行
っ
た
。
喪

主
は
妻
、静
栄
氏
。

ジ
ェ
ク
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
会
議
▽
物
流
経
営

士
課
程
▽「
ト
ラ
ッ
ク
フ

ェ
ス
タ 

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ 

２
０

１
９
」
協
賛
企
業
・
団
体

様
説
明
会

28
日　

組
織
整
備
特
別
委
員

会

示
し
た
上
で
、「
引
き
続
き

事
故
防
止
へ
の
取
り
組
み
を

お
願
い
す
る
」と
述
べ
た
。

　

贈
呈
式
に
は
、
同
区
教
育

委
員
会
の
平
林
治
樹
教
育
長

や
渥
美
哲
夫
委
員
、
長
嶋
育

夫
事
務
局
次
長
、
星
野
一
晃

事
務
局
学
務
課
長
が
出
席
。

一
方
、
同
支
部
か
ら
吉
田
支

部
長
の
ほ
か
、
岩
田
享
也
副

支
部
長
や
宇
野
政
雄
監
事
が

同
席
し
た
。

概
要
や
ト
ラ

ッ
ク
運
転
者

の
仕
事
の
内

容
な
ど
を
紹

長
が
、
矢
田
美
英
区
長
に
対

し
目
録
を
手
渡
し
た
。

　

児
童
用
反
射
バ
ン
ド
は
、

自
動
車
な
ど
の
ラ
イ
ト
に
反

射
し
、
運
転
者
の
視
認
性
を

向
上
さ
せ
る
交
通
安
全
グ
ッ

ズ
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る

も
の
で
、
腕
や
足
の
ほ
か
、

自
転
車
や
鞄
な
ど
に
子
供
で

も
簡
単
に
装
着
で
き
る
。
表

面
の
反
射
部
に
、
東
ト
協
と

警
視
庁
交
通
部
に
よ
る
交
通

安
全
活
動「
い
っ
し
ょ
に
安

全
‼
」
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
入

れ
た
も
の
を
寄
贈
し
た
。

　
矢
田
区
長
は
感
謝
の
意
を

接
会
」
を
開
催
し
、
同
支
部

所
属
の
事
業
者
13
社
が
参
加

し
た
。

　
人
材
確
保
に
向
け
た
支
部

独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
行

っ
て
い
る
も
の
で
、
経
験
者

の
中
途
採
用
だ
け
で
な
く
、

他
業
界
か
ら
転
職
の
未
経
験

者
や
女
性
、
シ
ニ
ア
層
な
ど

も
対
象
に
開
催
。

　
会
場
で
は
各
社
の
担
当
者

が
来
場
者
と
面
談
し
、
自
社

の
業
務
内
容
や
採
用
条
件
な

ど
を
説
明
。
ま
た
物
流
業
界

セ
ミ
ナ
ー
を
行
い
、
業
界
の

と
と
も
に
、
本

部
用
ノ
ベ
ル
テ

ィ
の
製
作
な
ど

を
行
う
。

　

さ
ら
に
、
運

輸
安
全
委
員
会

か
ら
の
移
管
を

受
け
、
広
報
事

業
の
一
環
と
し

て「
ト
ラ
ッ
ク

の
日
」
児
童
絵

画
コ
ン
テ
ス
ト

を
実
施
す
る
。

　
都
内
全
域
の

小
学
校
児
童
か

ら
、
よ
り
多
く

の
作
品
を
募
集

す
る
た
め
、
来
年
度
は

募
集
方
法
を
見
直
し
、

都
内
の
小
学
校
に
配
布

さ
れ
て
い
る「
小
学
校

壁
新
聞
」
を
活
用
し
、

　
東
ト
協
中
央
支
部

（
吉
田
浩
一
支
部
長
）

青
年
部（
渥
美
明
哲

部
長
）は
２
月
27
日
、

中
央
区
教
育
委
員
会

に
対
し
、
児
童
用
反

射
バ
ン
ド
３
０
０
０

枚
を
寄
贈
し
た
。
白

と
黄
色
の
２
色
セ
ッ

ト
の
も
の
で
、
同
区

内
の
新
入
学
児
童
に

配
布
さ
れ
る
。

　

同
日
は
、
中
央
区

役
所
庁
議
室
で
贈
呈

式
が
行
わ
れ
、
同
支

部
青
年
部
の
渥
美
部

　

東
ト
協
は
３
月
20
日
、
平

成
30
年
度
第
２
回
経
営
者
セ

ミ
ナ
ー「
今
、
ト
ラ
ッ
ク
業

界
の
人
手
不
足
対
応
に
つ
い

て
」
を
開
催
す
る
。
時
間
は

午
後
２
時
30
分
～
４
時
30

分
、
会
場
は
東
ト
総
合

会
館
７
階
大
会
議
室
。

　
定
員
は
70
人
。
参
加

費
は
無
料
。
申
し
込
み

期
間
は
３
月
18
日
ま
で
。　

東
ト
協
は
３
月
25
日
、「
平

成
30
年
度
経
営
分
析
報
告
書

の
デ
ー
タ
活
用
セ
ミ
ナ
ー
」

（
利
益
の
出
る
運
賃
・
料
金

の
設
定
に
向
け
た
財
務
分
析

と
原
価
分
析
）を
開
催
す
る
。

時
間
は
午
後
１
時
30
分

～
４
時
、
会
場
は
東
ト

総
合
会
館
４
階
会
議
室
。

　
定
員
は
50
人
。
参
加

費
は
無
料
。
申
し
込
み

で
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
現
在

は
多
摩
地
区
６
か
所（
三
鷹・

府
中
・
立
川
・
八
王
子
・
町

田
・
青
梅
）の
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
加
え
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

相
模
原（
神
奈
川
県
）と
の

共
催
に
よ
り
開
催
し
て
い
る
。

　

な
お
、
３
月
12
日
に
は
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
八
王
子
で
も
、

合
同
説
明
会
を
開
催
す
る
。

　
▽
申
し
込
み
・
問
い
合
わ

せ
先
＝
東
ト
協
教
育
研
修
部

（
☎
03
・
３
３
５
９
・４
１
３

７
、Ｆ
Ａ
Ｘ
03
・
３
３
５
９
・

６
０
２
０
）

期
間
は
３
月
19
日
ま
で
。

　
▽
申
し
込
み
・
問
い
合
わ

せ
先
＝
東
ト
協
企
画
課（
☎

03
・
３
３
５
９・６
２
５
３
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
03
・
３
３
５
９・４

６
９
５
）

写
真
㊤
＝
矢
田
区
長（
左
か

ら
４
番
目
）に
目
録
を
手
渡

す
渥
美
部
長（
右
隣
り
）

No.859

中
央
支
部
青
年
部

児童用反射バンド贈呈

第
２
回

 

経
営
者
セ
ミ
ナ
ー

【
2
月
16
〜
28
日
】

【
3
月
16
〜
31
日
】

広報・情報委員会

物流業界
説明・面接会

業
界
の
人
材
確
保
へ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携

経
営
分
析
報
告
書

デ
ー
タ
活
用
セ
ミ
ナ
ー

３
月
20
日
開
催

３
月
25
日
開
催

東
ト
協

来
年
度
の
実
施
計
画
案
承
認

 

児
童
絵
画
コ
ン
テ
ス
ト
実
施

多摩支部
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京
タ
ワ
ー
が
建
設
さ
れ
た

昭
和
33
年
は
、
ま
さ
に
高

度
経
済
成
長
へ
の
助
走
の

時
期
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら

が
発
展
だ
、
と
期
待
の
時

代
で
あ
っ
た
。
そ
の
東
京

タ
ワ
ー
も
す
で
に
還
暦
を

過
ぎ
、
別
の
趣
で
東
京
の

シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る

◆
東
京
タ
ワ
ー
建
設
か
ら

６
年
後
の
昭
和
39
年
に
、

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開

催
さ
れ
た
が
、
来
年
ま
た

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開

催
さ
れ
る
。
こ
れ
に
先
立

ち
、
今
年
は
元
号
も
新
し

く
な
る
◆
な
ぜ
か
時
間
の

経
過
が
早
く
感
じ
ら
れ
、

時
代
の
流
れ
の
速
さ
に
驚

か
せ
ら
れ
る
。
平
成
時
代

は
自
然
災
害
が
多
か
っ
た

が
、
新
時
代
は
ど
ん
な
幕

開
け
に
な
る
の
だ
ろ
う
か

◆
産
業
は
、
イ
ギ
リ
ス
で

の
蒸
気
機
関
車
の
発
明
か

ら
革
命
的
な
発
展
を
遂

げ
、
電
気
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
へ
と
上
り
つ
め
て
、

さ
ら
な
る
段
階
に
達
し
つ

つ
あ
る
。
も
た
も
た
し
て

い
る
と
取
り
残
さ
れ
る
思

い
が
強
い
。
年
齢
と
と
も

に
、
そ
の
速
度
に
追
い
つ

け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

ど
う
し
よ
う
も
な
い
ジ
レ

ン
マ
に
襲
わ
れ
る
が
、
こ

れ
ば
か
り
は
な
ん
と
も
し

難
い
◆
事
業
と
て
生
き
物

で
あ
り
、
時
代
の
流
れ
に

上
手
に
乗
っ
て
、
新
し
さ

を
失
わ
な
い
よ
う
に
し
な

く
て
は
、そ
う
思
う
。

　
東
京
は
マ
ン

モ
ス
化
し
て
、

人
の
集
ま
り
も

尋
常
で
は
な
い

が
、
か
つ
て
東
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     https://www.totokyo.or.jp/
☆  インターネット応募の場合、解答フォー

ムをご利用ください。東ト協ＨＰトップ「会
員の皆様へ」をクリックし、「東京都トラッ
ク時報→」から「パズル＆クイズ解答フォー
ム」へ。

★2月10日号「詰めクロスワード」の正解は 
「サンカンシオン」でした。

●締め切り
3月末日（正解は4月10日号に掲載）

●宛先
〒160‐0004  新宿区四谷３−１−８

（一社）東京都トラック協会
広報部 「トラック時報」係

応 募 方 法

タテ9列、ヨコ9列どの列にも、1〜9の数字が
ひとつずつ入ります。同時に太い線で囲まれた
9マスの、どのブロックにも、1〜9の数字がひ
とつずつ入ります。最後に問1のAと問2のBを
プラスしてください。その数字が答えです。

第83回

まちかど写真家 筑峯  総太

　
今
月
か
ら
東
北
自
動
車
道
と

新
東
名
高
速
道
路
の
一
部
で
、

時
速
１
２
０
㌔
㍍
規
制
の
試
行

が
開
始
さ
れ
た
。昭
和
38
年
に
、

わ
が
国
の
高
速
道
路
が
開
通
し

て
以
来
、最
速
の
規
制
速
度
だ
。

　
試
行
区
間
は
、新
東
名
高
速・

新
静
岡
Ｉ
Ｃ
～
森
掛
川
Ｉ
Ｃ

と
、東
北
道
・
花
巻
南
Ｉ
Ｃ
～

盛
岡
南
Ｉ
Ｃ
の
各
区
間
。
警
察

庁
は
平
成
29
年
末
か
ら
、時
速

１
１
０
㌔
㍍
規
制
へ
の
引
き
上

げ
試
行
を
行
い
、実
勢
速
度
の

変
化
と
事
故
件
数
な
ど
を
調
査

し
、問
題
な
し
と
判
断
し
て
今

回
の
試
行
に
至
っ
た
。

　
一
般
車
両
が
時
速
１
２
０
㌔

㍍
で
走
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、懸
念
さ
れ
る
の
が
大
型
ト

ラ
ッ
ク
な
ど
と
の
格
差
だ
。
大

型
車
は
従
来
通
り
時
速
80
㌔
㍍

規
制
に
据
え
置
か
れ
、一
般
車

と
の
速
度
格
差
は
時
速
40
㌔
㍍

に
も
広
が
る
。

　

一
方
、安
全
運
行
の
観
点
か

ら
、「
社
速
」を
設
け
て
い
る
事

業
者
も
い
る
た
め
、格
差
は
そ

れ
以
上
に
広
が
る
可
能
性
が
高

い
。
あ
わ
せ
て
、初
心
者
や
高

齢
者
な
ど
の
運
転
弱
者
と
の
速

度
差
も
あ
る
。
注
意
を
要
す
る

の
は
、こ
う
し
た
速
度
格
差
か

ら
く
る
割
り
込
み
、追
突
の
危

険
性
だ
。

　
大
型
ト
ラ
ッ
ク
は
平
成
15
年

以
来
、ス
ピ
ー
ド
リ
ミ
ッ
タ
ー

が
義
務
付
け
ら
れ
、ス
ピ
ー
ド

を
出
し
た
く
て
も
出
せ
な
い
状

況
に
あ
る
。
規
制
速
度
の
引
き

上
げ
に
よ
り
、ト
ラ
ッ
ク
が
邪

魔
者
に
な
ら
な
い
か
、と
い
う

心
配
も
あ
る
。
社
会
問
題
化
し

た「
煽あ
お
り
運
転
」
が
規
制
速
度

の
上
昇
で
な
く
な
る
、と
い
う

見
方
を
す
る
者
も
い
る
が
、そ

う
は
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
増
え

る
に
違
い
な
い
。

　
規
制
速
度
が
引
き
上
げ
ら
れ

た
か
ら
と
い
っ
て
、そ
の
上
限

速
度
で
走
ら
な
く
て
は
い
け
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と

を
認
識
し
、「
ト
ラ
ッ
ク
へ
の

思
い
や
り
の
運
転
を
…
…
」望

み
た
い
。

時速40キロの格差

　
「
韓
国
は
好
き
だ
。
行
き
た

い
け
ど
、こ
の
と
こ
ろ
ど
う
も

ね
、行
っ
て
イ
ヤ
な
思
い
を
し

そ
う
だ
か
ら
」と
言
う
人
が
多

い
。
筆
者
も
そ
の
一
人
だ
。

　
ま
ず
従
軍
慰
安
婦
像
だ
。
ソ

ウ
ル
で
も
プ
サ
ン
で
も
、行
け

ば
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
最
近
は
、強
制
徴
用
工
の

像
も
建
て
ら
れ
て
い
る
ら
し

い
。
い
っ
た
い
何
で
こ
う
な
っ

た
の
か
。

　

３
月
１
日
、
韓
国
は「
三
一

節
」で
国
民
の
祝
日
だ
。
１
９

１
９
年
の
こ
の
日
、民
族
代
表

33
人
が
、
現
ソ
ウ
ル
の
仁
寺
洞

で
独
立
宣
言
を
読
み
上
げ
た
。

１
９
１
０
年
に
朝
鮮
を
併
合
・

統
治
し
た
日
本
か
ら
の
独
立

で
あ
る
。

　
「
我
ら
は
こ
こ
に
わ
が
朝
鮮

が
独
立
国
で
あ
り
、朝
鮮
人
が

自
由
民
で
あ
る
こ
と
を
宣
言

す
る
…
…
」

　

学
生
を
中
心
に
、デ
モ
が
全

半
島
に
広
が
り
、同
時
に
弾
圧

が
始
ま
っ
た
。
死
者
７
５
０
０

人
、
焼
か
れ
た
家
屋
７
１
５
軒
、

逮
捕
者
４
万
6
千
人
余
と
も
伝

え
ら
れ
る
。

　
「
１
９
３
７
年
に
日
中
全
面
戦

争
に
突
入
し
て
か
ら
、労
働
力
や

軍
要
員
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、

国
策
と
し
て
朝
鮮
人
・
中
国
人

を
日
本
内
地
、
樺
太
、
南
方
の
各

地
に
投
入
し
た
。
１
９
３
９
年

７
月
に
は
国
民
徴
用
令
が
公
布

さ
れ
、
徴
用
計
画
１
１
０
万
の

う
ち
８
万
５
千
が
朝
鮮
人
に
割

り
当
て
ら
れ
、
各
事
業
主
に
そ

の
狩
出
し
を
認
可
し
た
」（
平
凡

社『
世
界
大
百
科
事
典
第
２
版
』

に
よ
る
）

 

〈
狩
出
し
〉と
は
、
と
て
も

シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
表
現
だ
が
、

資
料
を
見
る
と
、
そ
の
よ
う
に

あ
る
。
徴
用
さ
れ
た
朝
鮮
人
は
、

炭
鉱
な
ど
過
酷
な
現
場
に
送
ら

れ
た
そ
う
だ
。

　

中
国
で
は
も
っ
と
ひ
ど
い
状

況
だ
っ
た
よ
う
だ
。
１
９
７
１

年
、朝
日
新
聞
が
連
載『
中
国
の

旅
』で「
万
人
坑
」の
存
在
を
記

事
に
し
た
。
そ
の
〈
坑
〉は
満
州

を
中
心
と
し
て
、
中
国
各
地
に

60
か
所
あ
っ
た
と
い
う
。
炭
鉱

な
ど
で
、栄
養
失
調
や
怪
我
、病

気
で
亡
く
な
っ
た
労
働
者
な
ど

を〈
坑
〉に
埋
め
た
と
さ
れ
る
。

　

取
材
し
た
本
多
勝
一
氏
は
、

後
に「
私
は
ま
だ
ナ
チ
が
や
っ

た
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
殺
人
工

場
の
現
場
を
見
た
こ
と

は
な
い
。
だ
か
ら
、こ
の

万
人
坑
の
よ
う
な
恐
ろ

し
い
光
景
は
生
涯
で
初

め
て
だ
っ
た
」
と
書
い

て
い
る
。

　

万
人
坑
に
関
し
て
は

反
論
や
異
説
が
あ
り
、炭

鉱
で
の
ト
ン
当
た
り
の

労
災
死
が
中
国
側
で
は

25
・
８
人
、日
本
側
の
調

査
で
は
０
・
７
人
と
極

端
に
違
う
。
し
か
し
、い

ず
れ
に
し
て
も
石
炭
約
１
・
５
㌧

で
、一
人
が
死
ぬ
の
は
た
だ
ご
と

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　　

２
０
１
７
年
10
月
、
毎
日
新
聞

朝
刊
は「
創
作
を
通
じ
て
加
害
の

歴
史
を
伝
え
る
陶
芸
家
」と
し
て
、

関
谷
興
仁
さ
ん
の
こ
と
を
伝
え
た
。

　
「
栃
木
県
益
子
町
で
私
設
の
陶

板
彫
刻
美
術
館（
朝
露
館
）を
開

い
て
25
年
」。
ア
ジ
ア
の
戦
争
被

害
者
を
は
じ
め
原
爆
の
広
島
、マ

レ
ー
シ
ア
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
、

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
、そ
し
て
万
人

抗
・
強
制
連
行
と
、
無
念
に
死
ん

で
い
っ
た
人
た
ち
を
ひ
た
す
ら
悼

む
作
品
を
作
り
続

け
た
。

  

関
谷
さ
ん
は
、

早
稲
田
大
学
を
出

て
公
立
中
学
校
の

教
員
に
な
っ
た

が
、
後
に
陶
芸
家

を
志
し
て
益
子
の

成
井
窯
で
修
業
し

た
。
し
か
し
、
あ

る
時
か
ら
実
用
の

陶
器
な
ど
は
作
る

気
が
し
な
く
な
っ

た
。

　
「
土
を
揉
ん
で

い
る
と
、
ヒ
ロ
シ

マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の

被
爆
者
、
水
俣
病

の
患
者
さ
ん
、
海

オリンパスOM-D E-M1 MarkⅡ M.zuiko Digital 12-100mm F4

の
底
に
沈
ん
で
い
っ
た
若
い
特
攻

の
貌
が
立
ち
の
ぼ
っ
て
き
た
」か

ら
だ
。
思
い
の
強
さ
は
、
生
乾
き

の
土
に
刻
み
込
ん
で
い
く
文
字

が
、涙
で
か
す
ん
で
し
ま
う
ほ
ど

だ
っ
た
。
万
人
坑
で
死
ん
で
い
っ

た
人
た
ち
を
悼
む
時
、関
谷
さ
ん

は
慟ど
う
こ
く哭の
詩
を
土
に
刻
み
、名
前

を
彫
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ

た
。 

　
初
め
て
朝
露
館
を
訪
ね
た
時

の
こ
と
を
思
い
出
す
。
溢
れ
る
作

品
群
の
パ
ワ
ー
に
圧
倒
さ
れ
て
、

ど
う
受
け
止
め
て
良
い
か
分
か
ら

な
か
っ
た
。
こ
れ
で
も
か
、
こ
れ

で
も
か
と
迫
ら
れ
て
逃
げ
よ
う
が

な
か
っ
た
。           

益子工房の関谷興仁さん

【関谷興仁陶芸彫刻美術館（朝露館）】

栃木県芳賀郡益子町益子4117 ー 3　
☎ 0285 ー 72 ー 3899（開館時のみ）
開館時期：春期4 ～ 6月、秋期9月～ 11月（いずれも金･土
･日曜日12時～ 16時）。ただし、上記以外でも電話・ＦＡ
Ｘ03 ー 3694 ー 4369へ希望を連絡すれば見学可能
入館料：大人500円、高校･大学生200円、中学生以下無料

中
国
・
朝
鮮
半
島
と
日
本

万
人
坑
―
強
制
連
行
者
名
簿
。「
外
務
省
の
名
簿
で
調
べ
、４
万
人

の
名
前
を
彫
っ
た
。だ
が
不
明
者
は
名
前
す
ら
残
せ
な
い
ま
ま
だ
」

　　 関谷興仁さんの優しい悼み
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は
じ
め
に

　

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
競
技
大
会（
以
下「
東
京
２
０
２
０
大

会
」
と
い
う
）は
、
世
界
各
国
か
ら
多
く
の

大
会
関
係
者
と
観
客
が
訪
れ
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
て
い
ま
す
。
大
会
時
の
安
全
・
円

滑
な
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
、
都
市
活

動
や
経
済
活
動
の
安
定
と
の
両
立
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、東
京
都
並
び
に
東
京

２
０
２
０
大
会
組
織
委
員
会
、内
閣
官
房
で

交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト（
Ｔ
Ｄ
Ｍ
）を
推

進
し
て
い
ま
す
。

１
．大
会
の
概
要

（
１
）
大
会
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
規
模

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
７
月
24
日
か
ら
17
日

間
、パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
８
月
25
日
か
ら
13

日
間
開
催
さ
れ
ま
す
。

【
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
】

・
２
０
２
０
年
７
月
24
日
㈮
～
８
月
９
日
㈰

・
33
競
技

・
選
手
＝
約
１
万
１
０
０
０
人

　

観
客
＝
約
７
８
０
万
人

　

メ
デ
ィ
ア
関
係
者
＝
約
２
万
５
０
０
０
人

【
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
】

・
２
０
２
０
年
８
月
25
日
㈫
～
９
月
６
日
㈰

が
非
常
に
重
要
で
す
。

２
．Ｔ
Ｄ
Ｍ
の
必
要
性

     

と
目
標

（
１
）大
会
時
の
交
通
の
見
通
し

　

大
会
時
に
お
け
る
道
路
や
鉄

道
の
交
通
状
況
は
、例
え
ば
高
速

道
路
の
場
合
、何
も
交
通
対
策
を

行
わ
な
け
れ
ば
、選
手
や
大
会
関

係
者
が
利
用
す
る
バ
ス
や
乗
用

車
に
よ
っ
て
、首
都
高
速
道
路
の

渋
滞
が
約
２
倍
程
度
ま
で
悪
化
す

る
見
通
し
で
す
。

　

ま
た
、
鉄
道
に
お
い
て
は
、
多

く
の
観
客
や
観
光
客
を
は
じ
め
、

約
11
万
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス

タ
ッ
フ
の
移
動
が
生
じ
る
こ
と

に
よ
り
、現
在
よ
り
も
平
均
し
て

１
割
程
度
乗
客
数
が
増
え
る
こ

　

な
お
、こ
れ
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
た

め
に
、
都
民
の
み
な
ら
ず
、
広
く
首
都
圏

の
企
業
や
個
人
の
皆
様
か
ら
、少
し
ず
つ

ご
協
力
を
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

（
４
）
重
点
的
な
取
組
が
必
要
な
期
間

　

大
会
輸
送
と
都
市
活
動
や
経
済
活
動

の
安
定
と
の
両
立
を
図
る
た
め
、オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
期
間
中
の
平
日
10
日
間
、パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
中
の
平
日
9
日
間
は
、特
に
Ｔ

Ｄ
Ｍ
の
重
点
的
な
取
組
が
必
要
な
期
間

と
考
え
て
い
ま
す（
図
２
）。

（
５
）
東
京
２
０
２
０
大
会
に
向
け
た

　
　

 

取
組

　

期
間
中
の
混
雑
回
避
の
た
め
の
計
画

や
準
備
に
活
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、大

会
時
に
交
通
対
策
を
何
も
実
施
し
な
い

場
合
、ど
の
よ
う
な
交
通
状
況
に
な
る
か

と
い
う
こ
と
を「
大
会
輸
送
影
響
度
マ
ッ

プ
」と
し
て
公
表
し
て
い
ま
す（
図
３
）。

３
．大
会
に
向
け
た
準
備

　

想
定
さ
れ
る
状
況
と
し
て
、
例
え
ば
、

商
品
が
時
間
ど
お
り
に
届
か
な
い
、バ
ス
や

タ
ク
シ
ー
が
な
か
な
か
来
な
い
、と
い
っ
た

よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ロ
ン
ド
ン
大
会
に
お
い
て
も
、多
く
の
企

業
な
ど
が
混
雑
回
避
の
た
め
の
行
動
計
画

を
Ｂ
Ｃ
Ｐ（
事
業
継
続
計
画
）と
し
て
作
成

し
実
践
す
る
こ
と
で
、大
会
の
成
功
と
市
民

生
活
・
経
済
活
動
の
維
持
と
の
両
立
を
図

り
ま
し
た
。
東
京
２
０
２
０
大
会
で
も
同

様
に
、大
会
時
の
混
雑
を
リ
ス
ク
と
し
て
想

定
し
、企
業
の
皆
様
が
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

を
作
成
で
き
る
よ
う
、東
京
都
と
し
て
も
支

援
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

２
０
２
０
Ｔ
Ｄ
Ｍ
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

Ｈ
Ｐ
で
は
、大
会
時
の
交
通
の
見
通
し
を
は

じ
め
と
し
た
詳
し
い
情
報
を
提
供
し
て
お

と
が
想
定
さ
れ
ま
す（
図
１
）。

（
２
）
Ｔ
Ｄ
Ｍ
の
必
要
性

　

こ
の
よ
う
な
状
況
が
予
測
さ
れ

る
中
、円
滑
な
大
会
輸
送
と
都
市
活

動
の
安
定
と
の
両
立
を
図
る
た
め
、

交
通
需
要
を
低
減
す
る
取
組
で
あ

る
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト（
Ｔ
Ｄ

Ｍ
）を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

道
路
利
用
者
に
は
、混
雑
す
る
時

間
帯
で
の
自
動
車
利
用
を
避
け
る

こ
と
や
、混
雑
区
間
・
箇
所
を
回
避

す
る
経
路
の
利
用
促
進
な
ど
、交
通

量
の
低
減
に
つ
な
が
る
取
組
を
お

だ
き
ま
す
の
で
、

ご
登
録
の
ご
検
討

を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

り
ま
す
。
Ｈ
Ｐ
を
通
じ
て
ご
登
録

い
た
だ
き
ま
す
と
、事
務
局
か
ら
速

や
か
な
情
報
提
供
を
さ
せ
て
い
た

・
22
競
技

・
選
手
＝
約
４
４
０
０
人

　

観
客
＝
約
２
３
０
万
人

　

メ
デ
ィ
ア
関
係
者
＝
約
９
５
０
０
人

　

な
お
、首
都
圏（
１
都
４
県
）で
は
、平
成

22
年
度
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
と
、自

動
車
利
用
者
は
約
３
２
０
０
万
台
／
日
、第

５
回
東
京
都
市
圏
パ
ー
ソ
ン
ト
リ
ッ
プ
調
査

に
よ
る
と
、鉄
道
利
用
者
は
約
２
５
０
０
万

人
／
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
大
会
開

催
に
伴
う
選
手
、関
係
者
並
び
に
観
客
の
利

用
が
付
加
さ
れ
ま
す
。

（
２
）
東
京
２
０
２
０
大
会
の
特
徴

　

こ
れ
ま
で
の
ロ
ン
ド
ン
大
会
や
リ
オ
大

会
等
の
過
去
大
会
に
お
い
て
は
、オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
パ
ー
ク
の
中
に
競
技
会
場
が
集
中
的
に

立
地
し
て
い
ま
し
た
が
、東
京
２
０
２
０
大

会
の
場
合
は
、
各
競
技
会
場
に
向
け
て
、
個

別
に
輸
送
を
計
画
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
な
お
、
東
京
２
０
２
０
大
会
時
に
は
、

バ
ス
約
２
０
０
０
台
、乗
用
車
約
４
０
０
０

台
を
調
達
す
る
予
定
で
あ
り
、選
手
や
メ
デ

ィ
ア
関
係
者
等
の
大
会
関
係
者
に
対
し
て
、

輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
計
画
で
す
。

そ
う
し
た
交
通
需
要
が
増
加
す
る
中
で
も
、

経
済
活
動
と
大
会
運
営
を
両
立
さ
せ
る
こ
と

願
い
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
鉄
道
に
お
い
て
は
、
競
技
会
場
の

近
傍
路
線
な
ど
を
中
心
に
、輸
送
力
の
増
強

に
つ
い
て
鉄
道
事
業
会
社
と
調
整
を
行
っ

て
い
き
ま
す
。
加
え
て
、会
場
ご
と
に
観
客

の
入
退
場
時
の
分
散
や
平
準
化
な
ど
を
検

討
し
て
い
ま
す
。
な
お
、通
勤
等
で
利
用
さ

れ
て
い
る
方
々
に
対
し
て
は
、「
混
雑
が
予

想
さ
れ
る
エ
リ
ア
や
時
間
帯（
※
後
述
：
大

会
輸
送
影
響
度
マ
ッ
プ
）」
な
ど
の
情
報
を

分
か
り
や
す
く
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、混

雑
す
る
時
間
帯
で
の
利
用
を
避
け
る
時
差

ビ
ズ
や
テ
レ
ワ
ー
ク
の
促
進
、会
場
周
辺
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
避
け
て
い
た
だ
く
な
ど
、混

雑
の
緩
和
に
資
す
る
呼
び
掛
け
を
実
施
し

て
い
き
ま
す
。

（
３
）
Ｔ
Ｄ
Ｍ
の
目
標

　

大
会
関
係
車
両
や
観
客
の
交
通
需
要
の

影
響
に
よ
り
、
道
路
、
鉄
道
と
も
に
交
通
混

雑
の
深
刻
化
が
予
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、道

路
交
通
で
は
、平
日
の
15
％
程
度
交
通
量
が

少
な
い
休
日
並
み
の
良
好
な
交
通
環
境
の

実
現
を
目
指
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、全
体
の

交
通
量
を
大
会
前
の
10
％
程
度
平
均
的
に

減
ら
す
こ
と
に
加
え
て
、部
分
的
に
は
更
な

る
分
散･

抑
制
へ
の
協
力
を
呼
び
掛
け
て
い

き
ま
す
。

　

一
方
、
鉄
道
は
、
①
輸
送
力
の
増
強
、
②

観
客
の
分
散
・
平
準
化
、③
一
般
利
用
者
の

分
散
・
平
準
化
と
い
う
３
つ
の
方
策
に
よ

り
、現
状
と
同
程
度
の
安
全
で
円
滑
な
運
行

状
況
を
目
指
し
ま
す
。

図３　大会輸送影響度マップ（一般道路）

東京2020大会における
　 　交通需要マネジメントについて

図1　大会時の交通の見通し

図2　2020年カレンダー
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：重点的な取組が必要な期間


